
 

 

Ⅲ．収支報告書等の作成 

 

Ａ）概説 

 

収支報告書とは、政治団体の収入、支出の総額やこれらの明細などを記載した報

告書をいい、毎年１２月３１日現在（解散等の場合には、その日現在）で作成され

るものです。この収支報告書は、当該政治団体の１年間の収入及び支出の状況等に

関する決算書ともいうべきものです。 

収支報告書については、１２月３１日までに作成された会計帳簿に沿って、その

会計処理の実態に即して作成されるべきものであり、提出に際しては、「真実に相

違ない」旨の宣誓書も併せて提出することとなっています。 

収支報告書の要旨は官報又は都道府県の公報によって公表されるとともに、収支

報告書そのものも閲覧又は写しの交付の対象となっており、収支報告書は、政治団

体の政治資金の収支を国民の前に公開するという法の目的から見て、極めて重要な

役割を担うものです。 

３５ページからの収支報告書の記載事項等についての概説を理解頂き、６４ペー

ジ以下の記載方法及び記載例を参考にして、国民から見て分かりやすい収支報告書

等の作成に努めて下さい。 
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１．収支報告書に記載すべき事項 

 

収支報告書には、その年におけるすべての収入及び支出その他の事項について

次の(1)から(3)までにそれぞれ掲げるもの（これらの事項がないときはその旨）

を記載しなければなりません。なお、収入や支出の考え方は、会計帳簿における

ものと同じですので詳しくは、収入は１１ページ～、支出は２２ページ～をご覧

下さい。 

 

(1) 収入 

① 収入の総額 

「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受をいいます。財産

上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、労

務の無償提供などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切の

ものをいいます。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価に

見積もった金額を記載することとされています。 

また、「収入」の定義からは、政治資金の運用に係る金銭等（元本）は除

かれています。 

 

② 収入の項目ごとの金額 

「収入」については、その基因となった事実により、「個人が負担する党

費又は会費」、「寄附」、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」、「借

入金」、「本部又は支部から供与された交付金に係る収入」、「その他の収

入」の６項目に分類して記載します。 

なお、資金管理団体にあっては、特定寄附（１５ページ参照）の総額も併

せて記載します。 

 

③ 上記（①、②）のほか、次の事項 

３６～３８ページの表にある一定の事項を記載することとされています。 
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収 支 報 告 書  の  記  載  事  項 （ 収 入 ） 

項  目 記   載   事   項 

個人が負担する 

党費又は会費 

・ 金額、納入者の数 

※ 法人等が負担する党費又は会費については、法により、

寄附とみなされますので、下の「寄附」に区分します。 

寄附 寄附 

（政党匿 

名寄附以 

外のもの）

○ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間５万円

を超えるものがある場合 

・ 寄附者の氏名、住所、職業（団体にあっては、名称、

主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 金額（金銭以外の財産上の利益は、時価に見積もった

金額）、年月日 

・ 特定寄附である場合にはその旨 

・ 遺贈による寄附である場合にはその旨 

・ 寄附をした者が上場・外資５０％超の会社である場合

はその旨 

※ 年間５万円以下の寄附であっても、課税上の優遇措置

（３９ページ参照）を受けようとするものについては、

金額の多寡にかかわらず、次の事項を記載しなければな

りません。 

・ 寄附者の氏名、住所、職業 

・ 金額、年月日 

 

○ 寄附のうちあっせんによるもので、同一の者によってあ

っせんをされた金額の合計額が年間５万円を超えるものが

ある場合 

・ 寄附のあっせん者の氏名、住所、職業（団体にあって

は、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 寄附のあっせんに係る寄附の金額、集めた期間、国会議

員関係政治団体に提供された年月日 

政党匿名 

寄附 

（同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに） 

・ 金額の合計額、年月日、場所 
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機関紙誌の発行 

その他の事業に 

よる収入 

・ 事業の種類、種類ごとの金額 

・ 政治資金パーティーを他の政治団体と共同で開催した場

合にはその旨及び当該他の政治団体の名称 

 

○ 特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれる

政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合（１７ペ

ージ参照） 

（これらのパーティーごとに） 

・ その名称、開催年月日、開催場所、対価に係る収入の

金額 

・ 対価の支払をした者の数 

・ 報告書に記載すべき収入があった年の前年以前におい

て収受されたものがある場合には、前年以前において収

受されたものに係る収入の金額及び対価の支払をした者

の数 

・ 他の政治団体と共同で開催した場合にはその旨及び当

該他の政治団体の名称 

 

○ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一

の者からの対価の支払で、その金額の合計額が２０万円を

超えるものがある場合 

・ 対価の支払をした者の氏名、住所、職業（団体にあっ

ては、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名） 

・ 対価の支払に係る収入の金額、年月日 

・ 報告書に記載すべき収入があった年の前年以前におい

て収受されたものがある場合には、前年以前において収

受されたものに係る収入の金額及び年月日 
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○ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一

の者によって対価の支払のあっせんをされたもので、その

金額の合計額が２０万円を超えるものがある場合 

・ 対価の支払のあっせんをした者の氏名、住所、職業（団

体にあっては、名称、主たる事務所の所在地、代表者の

氏名） 

・ 対価の支払のあっせんに係る収入の金額、集めた期間、

国会議員関係政治団体に提供された年月日 

 

借入金 ・ 借入先、借入先ごとの金額 

 

本部又は支部か 

ら供与された交 

付金に係る収入 

・ 交付金を供与した本部又は支部の名称、主たる事務所の

所在地 

・ 金額、年月日 

 

その他の収入 ○ １件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その

合計金額）が１０万円以上のものがある場合 

・ その基因となった事実 

・ 金額、年月日 
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【よくあるご質問】課税上の優遇措置 

Ｑ１ 個人が政治活動に関する寄附をした場合、どのような優遇措置があるの

ですか。 

Ａ１ 個人献金にかかる優遇措置の内容は、個人が拠出した政治活動に関する

寄附のうち一定の要件に該当するものについては、いわゆる所得控除として、

寄附者の所得税の計算上、所得から一定額を控除することとされています。

また、政党・政治資金団体に対する個人の寄附については、税額控除制度

も設けられており、寄附者の課税所得ではなく、税額そのものから一定額が

控除されます。所得控除制度と税額控除制度はどちらかを選択することとな

っています。 
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【よくあるご質問】課税上の優遇措置 

Ｑ２ どのような場合に、優遇措置が受けられるのですか。 

Ａ２ 次のような要件があります。 

① 個人の寄附 

個人がする「政治活動に関する寄附」が対象です。 

② 寄附の相手方 

国会議員関係政治団体に限っていえば次の政治団体です。 

・ みなし１号団体（政党支部） 

・ ２号団体（１号かつ２号に該当する政治団体も対象となります。） 

③ 優遇措置の内容 

・ みなし１号団体（政党支部）の場合 

所得控除制度と税額控除のいずれかを選択できます。 

・ ２号団体 

所得控除制度の適用を受けられます。ただし、公職の候補者が現職で

ない場合は、選挙に立候補した日が属する年とその前年にされた寄附の

みが対象となります。 

④ 収支報告書への記載 

国会議員関係政治団体が提出する収支報告書に優遇措置の適用を受け

ようとする寄附者の氏名、住所、職業、寄附の金額、年月日が記載されて

いることが必要です。寄附の金額が年間５万円以下であっても、優遇措置

の適用を受ける場合には、同様の記載が必要です。 

⑤ 適用除外 

・ 量的制限など法の規定に違反する寄附 

・ 寄附者に特別の利益が及ぶ寄附（個別には税務署で判断しますが、例

えば、議員が自己の資金管理団体に寄附をする場合などが考えられます。）
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(2) 支出 

① 支出の総額 

「支出」とは金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付をいいます。

財産上の利益とは金銭、物品に限らず、債務の免除、金銭・物品の無償貸与、

労務の無償提供などおよそこれを受ける者にとって、財産的価値のある一切

のものをいいます。なお、金銭以外の財産上の利益については、これを時価

に見積もった金額を記載することとされています。 

また、「支出」の定義からは、政治資金の運用に係る金銭等（元本）は除

かれています。 

 

② 支出の項目ごとの金額 

「支出」については、大きくは、経常経費（政治団体が団体として存続し

ていくために恒常的に必要な経費）と政治活動費（政治上の主義、施策の推

進、支持、反対又は公職の候補者の推薦、支持、反対等の政治活動を行って

いくための活動に要する経費）とに区分します。さらに、経常経費であれば、

「人件費」、「光熱水費」、「備品・消耗品費」、「事務所費」の４項目に、

政治活動費であれば、「組織活動費」、「選挙関係費」、「機関紙誌の発行

その他の事業費」、「調査研究費」、「寄附・交付金」、「その他の経費」

の６項目に分類します。 

仮に、金銭の支出により得た物品やサービスが外形的に同じものであった

としても、政治団体として、その物品やサービスがどのような目的で必要で

あったかなどにより分類される項目は異なります。政治団体の会計責任者等

は、物品やサービスがどのような目的で必要なのかを把握し、金銭の支出に

ついては、分類の基準にのっとり、その実態に応じて、いずれかの支出項目

に適切に分類して下さい。 

 

  

- 41 -



 

 

支 出 項 目 の 分 類 の 基 準 （再掲） 

支 出 項 目 分 類 の 基 準 

○経常経費 政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経

費 

 人件費 政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事する者

を除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当・通勤手当・

住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・労働保険料そ

の他の各種保険料の類 

光熱水費 電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等 

備品・ 

消耗品費 

机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）

等の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、

新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費 

事務所費 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険料等

の各種保険料、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これ

らに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるもの 
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支 出 項 目 分 類 の 基 準 

○政治活動費 政治上の主義、施策の推進、支持、反対又は公職の候補者の

推薦、支持、反対等の政治活動を行っていくための活動に要

する経費 

 組織活動費 当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するものを

除く。）で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、渉外費、

交際費の類 

選挙関係費 選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、陣中

見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する経費の類

機関紙誌の 

発行その他 

の事業費 

(ｱ)  機関紙誌の発行事業費 

機関紙誌の発行事業に従事する者に支払われる給与、材料

費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発行に要

する経費 

(ｲ)  宣伝事業費 

機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費(選挙

に関するものを除く。)で、例えば、遊説費、新聞・ラジオ・

テレビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレットの作成費、

宣伝用自動車の購入・維持費の類 

(ｳ)  政治資金パーティー開催事業費 

政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会場

借上費、記念品代、講演諸経費の類 

(ｴ)  その他の事業費 

上記の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)以外の諸事業に要する経費 

調査研究費 政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、研

修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類 

寄附・ 

交付金 

政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又は支

部に対して供与した交付金、負担金の類 

その他の 

経費 

その他上記以外の政治活動に要する経費 
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③ 前記（①、②）のほか、次に掲げる事項 

国会議員関係政治団体については、１件当たりの金額（数回にわたって支

払われたときは、その合計金額）が、１万円を超える支出（人件費以外）に

ついて、次の事項を記載することとされています。 

○ 支出を受けた者の氏名、住所 

（団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地） 

○ 支出の目的、金額、年月日 

 

【参考】支出の明細の記載及び領収書等の写し等の添付の基準 

 国会議員関係 

政治団体 

 

 

(平成21年分から)

資金管理団体 

（国会議員関係 

政治団体以外） 

 

(平成20年分から) 

その他の政治団体

（国会議員関係

政治団体及び資

金管理団体以外）

○経常経費    

 人件費 × × × 

光熱水費 １万円超 ５万円以上 × 

備品・消耗品費 １万円超 ５万円以上 × 

事務所費 １万円超 ５万円以上 × 

○政治活動費    

 組織活動費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

選挙関係費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

機関紙誌の発行 

その他の事業費 
１万円超 ５万円以上 ５万円以上 

調査研究費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

寄附・交付金 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

その他の経費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

※ 「×」は記載・添付不要を表します。 

※ 年の途中に国会議員関係政治団体以外の政治団体の期間があった場合には、そ

の期間の記載・添付については政治団体の区分に応じ、右の欄の基準となります。 
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【よくあるご質問】「１件当たりの金額」 

Ｑ 収支報告書に支出の明細を記載するかどうかは、１件当たりの金額で判断

するとのことですが、法第１２条第１項の「１件当たりの金額（数回にわた

ってされたときは、その合計金額）」の「数回にわたってされたときは、そ

の合計金額」とはどのような意味ですか。 

Ａ 例えば、政治団体が１台６万円の事務用機器を購入し、一括支払いをした

場合には、収支報告書にその明細を記載する必要がありますが、毎月５千円

ずつ１２回に分割して支払う場合にも、収支報告書に明細を記載する必要が

あるのか、という問題があります。 

これは、「１件」の意味を、①一の債権債務関係をいうものと解するのか、

②１回の支払行為としてとらえるのかによって異なってきます。 

お尋ねの「１件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金

額）」とは、収支報告書の記載に際しては、①であることを明確にするため

の規定であり、分割払い等であっても、その合計金額により、収支報告書に

明細を記載するかどうかを判断することになります。 

一方で、契約等にもよりますが、同じように毎月５千円ずつ支払っていて

も、新聞代のように、月毎に一の債権債務関係が確定しているような場合に

は、一ヶ月の支払額により、収支報告書に支出の明細を記載するかどうかを

判断することになります。 
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(3) 資産等 

１２月３１日において有する資産等（下の表に掲げる資産及び借入金）に

ついて、当該資産等の区分に応じ、下の表に掲げる事項を記載することとさ

れています。 

 

収 支 報 告 書 の 記 載 事 項 （ 資 産 等 ） 

項  目 記   載   事   項 

土地 ・所在、面積、利用の現況（※） 

・取得の価額、年月日 

建物 ・所在、床面積、利用の現況（※） 

・取得の価額、年月日 

建物の所有を目的とする 

地上権又は土地の賃借権 

・権利に係る土地の所在、面積、利用の現況（※）

・権利の取得の価額、年月日 

取得の価額が 

１００万円を超える動産 

・品目、数量 

・取得の価額、年月日 

預金又は貯金 

（普通預金、当座預金、 

普通貯金を除く。） 

・預金又は貯金の残高 

金銭信託 ・信託している金銭の額、信託の設定年月日 

有価証券 ・種類、銘柄、数量 

・取得の価額、年月日 

出資による権利 ・出資先、出資先ごとの金額、年月日 

貸付先ごとの残高が 

１００万円を超える貸付金 

・貸付先、貸付残高 

支払われた金額が 

１００万円を超える敷金 

・支払先 

・支払われた敷金の金額、年月日 

取得の価額が１００万円を超 

える施設の利用に関する権利 

・種類、対象となる施設の名称 

・取得の価額、年月日 

借入先ごとの残高が 

１００万円を超える借入金 

・借入先、借入残高 

※ 「利用の現況」については資金管理団体に限り、記載が必要となります。 
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２．作成すべき添付資料 

 

収支報告書を提出する際には、次の書面を併せて作成し、提出する必要があり

ます。 

① 領収書等の写し 

また、領収書等を徴し難かった支出がある場合は、次の②又は③の書面を作成

し、併せて提出する必要があります。 

② 領収書等を徴し難かった支出の明細書（以下「徴難明細書」といいます。） 

③ 支出の目的を記載した書面（以下「支出目的書」といいます。）及び 

振込明細書の写し 

 

これらは、収支報告書に支出の明細の記載が必要とされる個々の支出を証する

ための書類ですので、提出の基準は、収支報告書の明細の記載と同じ基準であり、

国会議員関係政治団体については、原則として１件１万円超の支出（人件費以外）

について、提出が必要です。 

また、国会議員関係政治団体については、領収書等について１円以上すべての

支出の徴収義務があるのと同様に、次の２つのことから、徴難明細書、支出目的

書についても１円以上すべての支出について作成する必要があります。 

・ 登録政治資金監査人による政治資金監査において、１円以上すべての支出が

監査の対象となっていること 

・ 少額領収書等の写しの開示制度により、１円以上すべての支出（人件費以外）

が開示の対象となっていること 

なお、領収書等の写し及び振込明細書の写しについては、複写機により複写し

たものに限られています。 
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【参考】支出の明細の記載及び領収書等の写し等の添付の基準（再掲） 

 国会議員関係 

政治団体 

 

 

(平成21年分から)

資金管理団体 

（国会議員関係 

政治団体以外） 

 

(平成20年分から) 

その他の政治団体

（国会議員関係

政治団体及び資

金管理団体以外）

○経常経費    

 人件費 × × × 

光熱水費 １万円超 ５万円以上 × 

備品・消耗品費 １万円超 ５万円以上 × 

事務所費 １万円超 ５万円以上 × 

○政治活動費    

 組織活動費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

選挙関係費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

機関紙誌の発行 

その他の事業費 
１万円超 ５万円以上 ５万円以上 

調査研究費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

寄附・交付金 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

その他の経費 １万円超 ５万円以上 ５万円以上 

※ 「×」は記載・添付不要を表します。 

※ 年の途中に国会議員関係政治団体以外の政治団体の期間があった場合には、そ

の期間の記載・添付については政治団体の区分に応じ、右の欄の基準となります。 
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① 領収書等の写し 

法における「領収書等」とは、「当該支出の目的、金額及び年月日を記載し

た領収書その他の支出を証すべき書面」のことです。 

「支出を証すべき書面」ですので、いわゆる契約書や請求書などの支出が未

だ行われていない時点で発行されたものは、これに該当しません。 

なお、領収書等の写しについては、複写機により日本工業規格Ａ列四番の用

紙に複写したものに限られています。 

また、領収書等の写しは、支出項目ごとに分類して提出する必要があります。 

 

② 徴難明細書 

領収書等を徴し難い事情があったときは、①の領収書等の写しに代えて、次

の事項を記載した徴難明細書を提出する必要があります。 

・ 領収書等を徴し難い事情があった旨 

・ 支出の目的 

・ 金額 

・ 年月日 

 

③ 支出目的書及び振込明細書の写し 

領収書等を徴し難い事情があったときで、金融機関への振込みによる支出に

係るものについては、支出目的書と金融機関が作成した振込みの明細書（振込

明細書）の写しをもって、②の徴難明細書に代えることができます。 

なお、振込明細書の写しについては、複写機により日本工業規格Ａ列四番の

用紙に複写したものに限られます。 

また、支出目的書と振込明細書の写しは、支出項目ごとに分類して提出する

必要があります。 

 

※ 支出目的書については、これまで政治資金規正法施行規則第１６号様式によ

るものとされておりましたが、平成 24 年４月の政治資金規正法施行規則の改正

等により、振込明細書に支出の目的が記載されているとき（会計責任者が当該

振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含みます。）は、当該振込明

細書の写しをもって、支出目的書とすることができることとなりましたので、

振込明細書に支出の目的が記載されているときは、支出目的書を別途、第１６

号様式によって作成し、提出することは不要となりました。 
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【よくあるご質問】国会議員関係政治団体の異動と収支報告書の記載等 

Ｑ１ １号団体に該当する政治団体は、すべての支出に係る領収書等の徴収・保

存義務、１万円超の支出の明細の収支報告書への記載義務等はいつの時点から

いつの時点まで適用されますか。 

Ａ１ １号団体に該当する政治団体は、すべての支出に係る領収書等の徴収・保

存義務、人件費以外の経費で１件１万円超の支出に関する収支報告書への明細

の記載義務等は、「１号団体に該当した日（国会議員に係る公職の候補者が当

該政治団体の代表者となった日等）」の支出から適用され、「１号団体に該当

しなくなった日（国会議員に係る公職の候補者が当該政治団体の代表者でなく

なった日等）」の支出から適用されなくなります。 

なお、多くの資金管理団体のように１号団体と２号団体の両方に該当する政

治団体に係るこれらの義務も、「１号団体に該当した日（国会議員に係る公職の

候補者が当該政治団体の代表者となった日等）」の支出から適用されます。 

 

Ｑ２ ２号団体に該当する政治団体は、すべての支出に係る領収書等の徴収・保

存義務、１万円超の支出の明細の収支報告書への記載義務等はいつの時点から

いつの時点まで適用されますか。 

Ａ２ ２号団体に該当する政治団体は、すべての支出に係る領収書等の徴収・保

存義務、人件費以外の経費で１件１万円超の支出に関する収支報告書への明細

の記載義務等は、「２号団体に該当する旨の届出をした日」の支出から適用さ

れ（法第１９条の１２）、「２号団体に該当しなくなった日」の支出から適用

されなくなります。 

この場合の「２号団体に該当しなくなった日」とは、例えば、 

① 推薦し、又は支持していた国会議員に係る公職の候補者から国会議員関係

政治団体に該当しなくなった旨の通知を受けた場合は、「通知を行った者が

国会議員に係る公職の候補者でなくなった日」のことをいい、 

② 団体の目的の変更などにより２号団体に該当しなくなった場合は、「２号

団体に該当していた政治団体の本来の目的が国会議員に係る公職の候補者を

推薦又は支持することではなくなった日」のことをいいます。 
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【よくあるご質問】国会議員関係政治団体の異動と収支報告書の記載等 

Ｑ３ 年の途中で国会議員関係政治団体でなくなった場合、領収書等の徴収義務

や収支報告書への明細の記載基準はどのようになりますか。逆に、年の途中で

国会議員関係政治団体となった場合についてはどうですか。 

Ａ３ すべての支出に係る領収書等の徴収義務及び人件費以外の経費で１件１万

円超の支出に関する収支報告書への明細の記載義務は、基本的には、国会議員

関係政治団体である間に行った支出についてのみ課せられます（法第１９条の

９、第１９条の１０）。 

したがって、年の途中で国会議員関係政治団体でなくなった場合には、すべ

ての支出に係る領収書等の徴収義務は国会議員関係政治団体でなくなった日か

ら課せられなくなり、その日からは、国会議員関係政治団体以外の政治団体と

して、１件５万円以上の支出について領収書等を徴収すれば足りることとなり

ます。 

また、人件費以外の経費で１件１万円超の支出に関する収支報告書への明細

の記載についても、国会議員関係政治団体であった日までの支出に関しては必

要ですが、国会議員関係政治団体でなくなった日以後の支出については、政治

活動費で１件５万円以上の支出（国会議員関係政治団体には該当しない資金管

理団体となった場合には、人件費以外の経費で１件５万円以上の支出）に関し

て明細を記載すれば足りることとなります。 

逆に、年の途中で国会議員関係政治団体になった場合には、基本的には、国

会議員関係政治団体になった日以後、すべての支出に係る領収書等を徴収・保

存し、その日以後の支出については、人件費以外の経費で１件１万円超の支出

に関しその明細を収支報告書に記載しなければなりません。 

ただし、２号団体については、２号団体となった日からではなく、２号団体

である旨の届出をした日からこれらの特別な義務が発生することとなります（法

第１９条の１２）。 
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【よくあるご質問】領収書関係 

Ｑ１ 法における「領収書等」は、当該支出の「目的」、「金額」、「年月日」

を記載した領収書その他の支出を証すべき書面とのことですが、これらの記載

すべき事項が記載されていない場合は、「領収書等」に該当しないのですか。

Ａ１ 法における「領収書等」は、当該支出の「目的」、「金額」、「年月日」

の三事項が記載されていなければなりませんので、１つでも欠ければ、法の「領

収書等」に該当しません。一般的な領収書において、「目的」とは「ただし、

○○代として」など何に支出されたのかが分かるような記載を、「金額」とは

当該支出の金額を、「年月日」とは当該支出の日付をいいます。 

 

Ｑ２ 領収書等を紛失した場合は、「領収書等を徴し難い事情」に該当しますか。

Ａ２ このような場合は、領収書等を一度徴していますから、「領収書等を徴し

難い事情」には該当しません。 

 

Ｑ３ 振込みの方法により支出した場合、金融機関から交付される振込明細書は、

領収書等に該当しますか。 

Ａ３ 金融機関から交付される振込明細書は、金融機関が政治団体から委任を受

けて一定金額を受け取ったことを証する書面にすぎず、「支出を受けた者」か

らの領収書等には該当しないと解されます。 

また、金融機関から交付される振込明細書は、領収書等の定義である「当該

支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面」

という要件のうち、一般的に「支出の目的」が記載されていないことからも「領

収書等」に該当しません。 

このため、振込みによる支出で領収書等が交付されない場合には、「領収書

等を徴し難い事情があった場合」に該当するものとして、収支報告書の提出の

際に添付すべき「領収書等の写し」の代わりに、 

・「振込明細書の写し」と「支出目的書」（振込明細書に支出の目的が記載さ

れている場合（会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した

場合を含みます。）、支出目的書を別様にて提出することは不要。） 

又は 

・「徴難明細書」 

の提出により対応していただくことになります。 
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【よくあるご質問】領収書関係 

Ｑ４ 法人向け文具配送サービスなどのように、注文後即日配送され、月に何度

注文しても、支払いは月１回、領収書等はその１枚となっている場合は、会計

帳簿や収支報告書上の支出は、複数の分類項目にまたがるにもかかわらず、領

収書等は１枚となり、帳簿と領収書等が対応しないこともありますが、どのよ

うに対応すべきですか。 

Ａ４ 領収書等の写しについては、収支報告書と併せて、支出の項目ごとに分類

して提出することとなっていることから、複数の支出項目にまたがる場合は、

領収書等に次の例のように付記するなどし、それを必要枚数複写し、提出する

方法があります。 

付記例）「うち備品・消耗品費   椅子購入費 ○○，○○○円 

文房具代  ○○，○○○円 

組織活動費（大会費）文房具代  ○○，○○○円」 

 

Ｑ５ 政治家の秘書や配偶者が、選挙区外にある方の結婚披露宴や葬儀に出席し

て政治団体からの祝儀や香典を出した場合、領収書をもらうことができないと

思いますが、このような場合はどうしたら良いですか。 

Ａ５ ご質問のようなケースは、通常、「領収書等を徴し難い事情があった場合」

に該当するものとして、収支報告書の提出の際に添付すべき「領収書等の写し」

の代わりに、徴難明細書に必要事項を記載して対応していただくことになりま

す。 

なお、一般に、「領収書等を徴し難い事情」とは、事実上または社会通念上、

客観的に領収書等を徴することが困難な場合をいい、具体的には、問のような

もののほか 

・ 支出を受けた者の死亡、会社の解散などの不可抗力によるもの 

・ 銀行振込、口座振替等の決済方法に基因するもの 

などが考えられます。いずれにしても、「領収書等を徴し難い事情」に該当す

るか否かの判断については、政治団体の会計責任者において、社会通念に照ら

して適切に判断していただく必要があります。 
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.【よくあるご質問】領収書関係 

Ｑ６ 具体的な事例について、それぞれ「領収書等」に該当するのか教えてくだ

さい。 

Ａ６ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めること等を所掌している政治資金

適正化委員会において、政治資金監査における取扱いとして、次のような見解

を示していますので、ご参考にして下さい。なお、「領収書等に該当」として

いるものであっても、支出の目的、金額及び年月日（以下「三事項」といいま

す。）が記載されていることが前提となっています。 

国税領収証書は、領収書等

として認められるか。 

領収書等に該当します。 

自動車税納税通知書兼領収

証書は、領収書等として認め

られるか。 

領収書等に該当します。 

なお、領収証書と一緒に交付される自動車検査用の

「自動車税納税証明書」は、支出の金額が記載されて

いないため領収書等には該当しません。 

公共料金等の請求書兼口座

引落しの案内は、領収書等と

して認められるか。また、パ

ソコン上で確認する形式のも

のはどうか。 

公共料金等で翌月分の請求書に前月分の口座引落し

の案内が添付されている場合、口座引落しの案内につ

いては、領収書等に該当します。また、パソコン上で

確認する形式のものについても、出力した書面をもっ

て領収書等として取り扱うことで差し支えありません。

振込明細書は振込手数料の

領収書等に該当するのか。 

領収書等に該当します。 

デパートやコンビニ等で発

行されるあて名の記載されて

いないレシートは、領収書等

として認められるか。 

政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金

額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべ

き書面」とされており、通常、レシートにはこれらの

項目が記載されていますので、政治資金規正法上の領

収書等に該当します。 

なお、法の規定上、あて名の記載までは求められて

いませんが、政治資金監査においては、国会議員関係

政治団体においてあて名を備えた領収書等の徴収が徹
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底されれば政治資金に関する収支報告の適正の確保に

資すること等から、収支報告書と併せて写しが提出さ

れる１件当たりの金額が１万円を超える支出（人件費

以外の経費の支出に限る。）に係る領収書等について

は、あて名の確認等が求められています。 

このほか、領収書等については法令に基づきその写

しが公表される場合があることにもご留意ください。

運送会社の代金引換を利用

した際に発行される書面は、

領収書等として認められるか。 

運送会社が財・サービス等の購入先と代理受領契約

を結び代金引換サービスをする際に発行する書面に支

出の目的、金額、年月日が記載されている場合は、政

治資金規正法上の領収書等に該当します。 

国会議員関係政治団体の事

務職員が、当該団体のために、

当該事務職員名義で、携帯電

話についての契約を締結して

いる場合であって、当該事務

職員の口座から当該契約によ

る費用が引き落され、その後

当該団体のための費用相当分

の精算を行った場合、当該団

体は、領収書等として何を保

存すべきか。 

政治団体の事務職員が、当該団体のために、当該事

務職員名義で携帯電話についての契約を締結している

場合であって、当該事務職員の口座から当該契約によ

る費用が引き落とされ、その後、政治団体から当該団

体のための費用相当分の精算を受けたときは、この精

算は、政治団体内部の事務処理として、政治団体の事

務職員に渡したものであると考えられます。 

したがって、当該事務職員が携帯電話会社から徴し

た領収書等を、国会議員関係政治団体の領収書等とし

て保存すべきです。 

なお、この場合、当該契約に係る支出の領収書等の

あて名に国会議員関係政治団体の事務職員の氏名が記

載されていても、やむを得ないものと考えます。 

貯金事務センターが発行す

る振替受払通知票は、振替口

座利用手数料の領収書等とし

て認められるか。 

領収書等に該当します。 
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公共料金やネット販売の代

金などを金融機関やコンビニ

エンスストアにおいて払込取

扱票等を用いて支払った場合

に、金融機関やコンビニエン

スストアが発行する書面は、

どのように取扱えばよいか。 

公共料金等を金融機関やコンビニエンスストアにお

いて払込取扱票等を用いて支払った場合に、金融機関

等から受領する書面（以下「払込金受領証」という。）

については、まず、支出の目的、金額、年月日の記載

の有無を確認することになります。 

支出の目的、金額、年月日がすべて記載されている

場合には、政治団体の会計責任者は当該払込金受領証

の写しを収支報告書と併せて提出することになります。

また、政治資金監査上は、払込金受領証の記載事項と

会計帳簿の記載事項を確認することになります。 

一方、払込金受領証には、支出の金額及び年月日は

記載されているが、支出の目的が記載されていない場

合があり、その場合には、受領印を確認し、支払った

場所に応じて、以下の①、②のとおり当該書面の取扱

いが異なることに留意が必要です。 

①金融機関において支払った場合 

金融機関が発行する払込金受領証で支出の目

的が記載されていないものは、政治資金規正法上

の振込明細書に該当します。 

この場合において、会計責任者が当該払込金受

領証の余白に支出の目的を追記するか、又は別様

で支出目的書を作成の上、当該払込金受領証の写

しを提出することになります。また、政治資金監

査においては、当該払込金受領証等の記載事項と

会計帳簿の記載事項を確認することになります。

②コンビニエンスストアなど金融機関以外で支払っ

た場合 

コンビニエンスストア等が発行する払込金受領

証で支出の目的が記載されていないものは、政治

資金規正法上の領収書等には該当しません。また、

金融機関が発行したものではないことから、振込
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明細書にも該当しません。 

コンビニエンスストアで支払う場合は、定型の

様式による収納代行であり、払込金受領証に代え

て支出の目的が記載された領収書が発行されるこ

とは商慣習上困難であることから、一般的に領収

書等を徴し難かった事情に該当すると考えられま

す。この場合には、領収書等を徴し難かった支出

の明細書を作成することになります。 

なお、支出の目的の記載のない払込金受領証に

ついては、政治資金監査上は、当該支出の内容を

示す請求書等の書類（以下「払込金受領証に係る

請求書等」という。）が払込金受領証と一体とし

て保存され、会計責任者等から示された場合には、

当該払込金受領証の記載事項と当該払込金受領

証に係る請求書等の記載事項とを併せて会計帳簿

の記載事項と整合的であるかを確認することにな

ります。 

また、上記により確認がなされた払込金受領証

について、国会議員関係政治団体の会計責任者は、

政治資金の収支の公開の観点から、記載不備のな

い領収書等と同様に保存し、写しを提出すべきで

す。（政治資金監査マニュアル P19･20） 

払込金受領証の取扱いをまとめると次のフローチャ

ート（次ページ参照）のとおりとなりますので、ご確

認ください。 
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経費支出伺書・出金伝票・

精算伝票は、領収書等として

認められるか。 

いずれも政治団体の内部書類であり、支出を受けた

ことを証する書面ではなく、領収書等に該当しません。

国会議員関係政治団体にお

いて作成した支出証明書は、

領収書等の代わりとすること

ができるか。 

国会議員関係政治団体において作成した支出証明書

は、支出を行った者が作成した書類であり、領収書等

の代わりとすることはできません。 

国会議員関係政治団体が物

品の無償提供を受けた場合、

会計帳簿や収支報告書には、

当該無償提供の時価相当分を

寄附として収入に計上し、経

理上の処理として、同額を支

出に計上することになるが、

国会議員関係政治団体が無償

提供をした者に対して交付し

た受領証の控えは、領収書等

の代わりとすることはできる

か。 

国会議員関係政治団体が無償提供をした者に対して

交付した受領証の控えは、会計帳簿上の支出を受けた

者が作成した書類ではなく、領収書等の代わりとする

ことはできません。 

なお、無償提供を受けた場合の経理上の処理として

の支出は、金銭を伴わない支出であり、領収書等を徴

し難い事情と認められます。 

クレジットカードの月次利

用明細書は、領収書等として

認められるか。 

クレジットカードの月次利用明細書は、口座振替予

定額の通知であり、領収書等に該当しません。 

領収書等の但書きとして

「お品代」と記載されている

場合、支出の目的が記載され

ているといえるのか。 

会計帳簿に記載された支出の目的と領収書等の「お

品代」の記載とが整合性が取れていると判断されるも

のについては、支出の目的が記載されているものとし

て取り扱って差し支えありません。 

なお、収支報告の透明性の観点からは、支出の目的

はできる限り分かりやすく、具体的に記載されている
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ことが望ましいものと考えます。 

領収書等の但書きとして

「請求書のとおり」と記載さ

れている場合、支出の目的が

記載されているといえるのか。 

「請求書のとおり」という記載のみでは支出の目的

が記載されているとはいえませんが、請求書が領収書

等と一体のものとして保存されており、支出の目的を

請求書により確認することができるものであれば、支

出の目的が記載されているものとして取り扱って差し

支えありません。 

発行者情報が記載されてい

ない書面は、領収書等として

認められるか。 

支出を受けた者の氏名、住所、連絡先、印等の発行

者情報がない場合であっても、事実上又は社会通念上

支出を受けた者が発行した書面であると客観的に判断

される場合は、領収書等に該当します。 

なお、収支報告書と併せて写しが提出される１件当

たりの金額が１万円を超える支出（人件費以外の経費

の支出に限る。）に係る領収書等については、会計責

任者等に対するヒアリングにおいて、あて名や当該領

収書等が真正なものであることについての確認を会計

責任者等に求めることとなります。 

領収書等に支出の目的、金

額及び年月日の３事項の記載

があれば、印紙税法上貼付が

必要とされる収入印紙を備え

ていないものであっても、政

治資金規正法上の領収書等と

して認められるか。 

政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金

額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべ

き書面」とされており、これらの事項が記載されてい

れば、政治資金規正法上の領収書等に該当します。 

なお、収入印紙の貼付漏れを発見した場合には、会

計責任者等に対するヒアリングにおいて指摘すること

も想定されます。 

政治団体が作成した以下の

書面に支出の相手方の氏名、

支出の目的、金額及び年月日

が記載され、受領者の印が押

してある場合、政治資金規正

いずれの場合でも支出の相手方から徴した書面と認

められる場合は、領収書等に該当します。 

なお、お尋ねの場合、当該人件費又は賃料の受領者

が受領した証として印を押したと認められるときは、

当該支出の相手方から徴した書面として取り扱って差

- 60 -



 

 

法上の領収書等として認めら

れるか。 

・人件費の出金伝票 

・事務所の賃料にかかる判取

帳（各月ごとに支出の相手

方の氏名、支出の目的、金

額及び年月日を記載） 

※判取帳（判取り帳）：金品

の受け渡しの際にその授受の

あかしとして証印を受ける帳

面のこと。 

し支えありません。 

新聞の集配員から交付され

た領収書等に、支出の年月日

として「○月○日（年につい

ては、記載されていない。）」、

支出の目的として「平成○年

○月分新聞代として」と記載

されている場合、当該領収書

等は政治資金規正法上の領収

書等と認められるか（なお支

出の金額は記載されている。）。

政治資金規正法上の領収書等

と認められない場合は、政治

資金監査上どのように取扱え

ばいいか。 

政治資金規正法上の領収書等には、支出の年月日が

記載されている必要があり、支出の年月日として「月

日のみ」が記載されている領収書等は、政治資金規正

法上の領収書等には該当しないことから、登録政治資

金監査人は、その旨を会計責任者に指摘することとな

ります。 

ただし、お尋ねの場合にあっては、支出の目的に記

載された内容から支出の年月日が確認できますので、

領収書等亡失等一覧表に記載する必要はありません。

印字が読み取れなくなって

しまったレシートについては、

どのように取り扱ったらよい

のか。 

印字が読み取れないレシートでは支出の目的、金額

や年月日を確認することができませんので、領収書等

亡失等一覧表に記載する取扱いとなります。 
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領収書等に支出の目的が記

載されていない場合、国会議

員関係政治団体側で追記して

もよいのか。 

領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、

支出の目的についても発行者において記載すべきであ

り、国会議員関係政治団体側で追記することは適当で

はありません。したがって、会計責任者等において発

行者に対し記載の追加や再発行を要請することが適当

です。 

領収書等にあて名が記載さ

れていない場合、国会議員関

係政治団体側で追記してもよ

いのか。 

領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、

あて名についても発行者において記載すべきであるこ

とから、発行者から追記の要請がある場合を除き、国

会議員関係政治団体側で追記することは適当ではあり

ません。したがって、今後、当該国会議員関係政治団

体の正式名称を発行者において記載してもらうよう助

言することが適当です。 

１枚の領収書等が、国会議

員関係政治団体に係る支出と

そうでない支出に対して一括

して発行されたものである場

合、どのように取り扱えばよ

いのか。 

１枚の領収書等に係る支出であっても、それが国会

議員関係政治団体に係る支出とそうでない支出とから

構成されているのであれば、国会議員関係政治団体に

係る支出を抽出して会計帳簿や収支報告書に記載する

必要があります。 

この場合、領収書等に記載された金額と会計帳簿や

収支報告書に記載された金額とが一致しませんので、

例えば、国会議員関係政治団体に係る支出の内訳を領

収書等に付記しておくなどの対応が考えられます。 

インターネットバンキング

を利用して、振込みをした場

合、振込み依頼を受け付けた

旨を表示する画面を出力した

書面は、振込明細書と認めら

れるのか。 

お尋ねの書面に、当該書面を作成した金融機関名、

支出の金額及び年月日が記載されている場合、振込明

細書に該当します。 

ただし、受付日と口座引落し日が異なるいわゆる指

定日振込みについては、確かに口座引落しされたかど

うか明らかではないため、振込明細書には該当しませ

ん。 
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郵便局で支払いをし、払込

票兼受領証を受け取った場合

は、当該書面の写しを収支報

告書に併せて提出することが

できるか。 

払込票兼受領証に支出の目的、金額、年月日が記載

されている場合（会計責任者が当該書面の余白に支出

の目的を追記した場合を含む。）は、当該書面の写し

を収支報告書に併せて提出することになります。 

払込票兼受領証に支出の目的が記載されていない場

合は、振込明細書に該当するため、当該振込明細書の

写し及び当該振込明細書に係る支出目的書を収支報告

書に併せて提出することになります。 
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Ｂ）記載方法及び記載例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記載例については、それぞれの様式ごとに分かりやすくするため、様式間に 

おいては、整合をとっていません。 
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１．表紙（様式その１）の記載方法について 

(1) 「政治団体の名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表者の氏名」及び「会

計責任者の氏名」の欄は、政治団体設立届により届け出た名称等（変更等があっ

た場合には、収支報告書の提出時点において異動届で届け出ている名称等）を記

載して下さい。また、「政治団体の名称」、「会計責任者の氏名」は様式（その

２０）の宣誓書のそれと一致するものです。 

(2) 「政治団体の区分」欄及び「活動区域の区分」欄の中の「□」内には、12 月 31

日現在で該当するものに「✓」を記入して下さい。 

(3) 「資金管理団体の指定の有無」欄の中の「□」については、12 月 31 日現在で

資金管理団体(１５ページ参照)として指定されていた場合には「有」の「□」に

「✓」を記入し、12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されていなかった場

合には「無」の「□」に「✓」を記入して下さい。さらに、「資金管理団体の指

定の有無」欄の中の「公職の種類」及び「資金管理団体の届出をした者の氏名」

は、12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されていた場合にのみ記載して下

さい。 

(4) 「資金管理団体の指定の期間」欄には、12 月 31 日現在での資金管理団体の指

定の有無にかかわらず、当該年中において一部の期間のみ資金管理団体として指

定されていた場合に、その期間を記載して下さい。 

(5) 「国会議員関係政治団体の区分」欄の中の「□」については、「政治団体の区

分」欄の中の該当する「□」に「✓」を記入した上で、12 月 31 日現在で１号団

体（みなし１号団体も含まれます。）であった場合には「政治資金規正法第 19

条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「✓」を記入し、

12 月 31 日現在で２号団体であった場合には「政治資金規正法第 19 条の７第１項

第２号に係る国会議員関係政治団体」の「□」に「✓」を記入して下さい。 

また、１号団体と２号団体の両方に該当していた場合には、それぞれ、記入し

て下さい。 

(6) 「国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間」欄には、12 月 31 日現在で

の国会議員関係政治団体に関する特例規定の適用の有無にかかわらず、当該年中

において一部の期間のみ国会議員関係政治団体であった場合に、その期間を記載

して下さい。 
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【記載例】

第１４号様式（第８条関係）

　 (　ふ　り　が　な　)

１ 　　　せいじけんきゅうかい □ □

○○政治研究会 □

２ □ □

東京都○○区○○町○丁目○番地 □

３

甲　川　一　郎

４ □ □

乙　川　次　郎

□ □

事務担当者の氏名 □

丙　川　三　郎 衆議院議員　東京都 □

　　　　（電話）（○○）△△△△－○○○○ 第○区選挙区（現職）

丁　川　四　郎

　　　　（電話）（○○）××××－△△△△ 甲　川　一　郎

甲　川　一　郎 衆議院議員　東京都

　　　　（電話） 第○区選挙区（現職）

年 月 日 から 年 月 日 から

年 月 日 まで 年 月 日 まで

(その１)

政 治 団 体 の 名 称

代 表 者 の 氏 名

国会議員関係政治団体の区分

政 党 の 支 部

政治資金規正法第18条の２第１項

の 規 定 に よ る 政 治 団 体

そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

収　支　報　告　書

会 計 責 任 者 の 氏 名

平成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　成　○○　年　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　年　月　日開催分）

主たる事務所の所在地

政治資金規正法第19条の７第１項

第１号に係る国会議員関係政治団体

平成平成

平成

特例の適用期間

２ 以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等 同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

　有

そ の 他 の 政 治 団 体

　無

資金管理団体の指定の期間

公職の候補者
の 氏 名

公 職 の 種 類

公 職 の 種 類

政 治 団 体 の 区 分

活 動 区 域 の 区 分

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 有 無

政治資金規正法第19条の７第１項

第２号に係る国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体に関する

資金管理団体の
届出をした者の
氏 名

政 党

政 治 資 金 団 体

１２月３１日時点の状況を記載して下さい。

・ 名称等に変更等があった場合には、収支報告書の

提出時点において異動届で届け出ている名称等を

記載して下さい。

・ 主たる事務所の所在地は、政治団体の活動の
中心となる場所のことです。

期間中に異動があった場合にのみ記載して下さい。
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２．収支の総括表及び収入項目別金額の内訳（様式その２）の記載方法について 

(1) 個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の人

数を記載して下さい。なお、法人その他の団体が構成員として負担する党費又は

会費は、法上は寄附とみなされます。 

(2) 寄附（法人その他の団体が負担する党費又は会費を含み、政党匿名寄附（１６

ページ参照）を除く。）については、「個人からの寄附」、「法人その他の団体

からの寄附」又は「政治団体からの寄附」に分類し、それぞれ項目ごとに総額を

記載し、寄附のうち寄附のあっせんに係るものについては、寄附の内書としてそ

の総額を記載して下さい。 

また、個人からの寄附のうち、特定寄附（１５ページ参照）については、個人

からの寄附の内書としてその総額を記載して下さい。なお、特定寄附については、

資金管理団体にのみ認められています。 

また、本部又は支部から供与された交付金に係る収入は、寄附には該当しない

ため、「政治団体からの寄附」に含めないで下さい。 

(3) 政党匿名寄附（１６ページ参照）については、その総額を記載して下さい。な

お、政党匿名寄附については、政党、政治資金団体にのみ認められています。 
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【記載例】

１　収支の総括表
十億 百万 千 円

2 8 1 6 1 3 0 0

5 2 1 4 3 0 0

2 2 9 4 7 0 0 0

1 3 7 0 5 2 0 0

1 4 4 5 6 1 0 0

２　収入項目別金額の内訳

　(1) 個人の負担する党費又は会費
十億 百万 千 円

1 5 0 0 0 0 0
人

1 5 0

　(2) 寄　附

 ア　寄附(イを除く。)の区分
十億 百万 千 円

(ｱ) 個　人　か　ら　の　寄　附 7 5 0 0 0 0 0

　　(　う　ち　特　定　寄　附　) 4 5 0 0 0 0 0

(ｲ) 法人その他の団体からの寄附 0

(ｳ) 政 治 団 体 か ら の 寄 附 8 2 0 0 0 0 0

小　計　　(ｱ)　＋　(ｲ)　＋　(ｳ) 　 1 5 7 0 0 0 0 0

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) 2 3 0 0 0 0 0

 イ　政 党 匿 名 寄 附 0

合　計　　　( ア　＋　イ )　　　　 1 5 7 0 0 0 0 0

 収　　入　　総　　額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

金　　　　　　　額

員　　数 (党費又は会費を納入した人の数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

備　　　　　　　考

( 前 年 か ら の 繰 越 額 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(　本　年　の　収　入　額　)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 支　　出　　総　　額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 翌 年 へ の 繰 越 額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

金　　額                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(その２)(その２) 収 支 の 状 況(その２) 前年分の報告書を確認し、記載して下さい。
繰越しのない場合は「０」として下さい。

資金管理団体以外は記載されません。

法人その他団体からの寄附は、政党
（政党支部も含まれます。）、政治資
金団体以外の政治団体へのものは禁止
されています。
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３．機関紙誌の発行その他の事業による収入（様式その３）の記載方法について 

(1) 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該

事業の種類ごとの年間の収入金額（収入と支出の差額ではありませんので注意し

て下さい。）を記載して下さい。 

(2) 「事業の種類」欄には、機関紙誌の発行及び政治資金パーティー開催事業にあ

っては、事業の種類を「甲機関紙」、「乙機関雑誌」、「甲政治資金パーティー

開催事業」、「乙政治資金パーティー開催事業」というように細分した上で記載

し、その他の事業にあっては、「その他の催物事業」というように記載して下さ

い。また、政治資金パーティーにあっては、備考欄に開催年月日、開催場所（会

場の所在地及び名称）、他の政治団体と共同で開催した場合にはその旨及び当該

政治団体の名称を記載して下さい。 

(3) ここに記載する収入に対応する支出がある場合には、政治活動費の「機関紙誌

の発行その他の事業費」（様式（その 15））にそれぞれ分類して記載して下さい。 
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【記載例】

 (3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入

事　業　の　種　類 備　　　　　　　　　　　　考

十億 百万 千 円

甲機関誌 2 5 0 0 0 0 0

乙機関雑誌 1 5 0 0 0 0 0

○○パーティー 4 8 0 0 0 0 0 H○.6.30　東京都○○区○○町○○ホテル○○の間

甲川一郎君を励ます会 1 2 1 0 0 0 0 0 H○.11.28　東京都△△区△△町○○会館○○の間

書籍販売事業 6 0 0 0 0 0

こ　の　頁　の　小　計 2 1 5 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 2 1 5 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　　額

(その３)

・ 金額は、事業の種類ごとの年間の収入金額であり、収入と支出の差額ではありません。

・ ここに記載する収入に対応する支出は、政治活動費の「機関紙誌の発行その他の事業費」として、
様式（その１５）にそれぞれ分類して記載して下さい。
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４．借入金（様式その４）の記載方法について 

(1) 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額を記載し、その記載の方

法は、例えば、「甲銀行（乙支店）」というように具体的に借入先を記載して下

さい。 

(2) 借入金を返済した場合には、政治活動費の「その他の経費」（様式（その 15））

の借入金返済として借入先ごとに記載して下さい。 
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【記載例】

 (4) 借　入　金

借　　　入　　　先 備　　　　　　　　　　　　考

十億 百万 千 円

甲銀行（乙支店） 2 0 0 0 0 0 0

こ　の　頁　の　小　計 2 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 2 0 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　　額

(その４)

・ 借入金を返済した場合は、政治活動費の「その他の経費」として、様式（その１５）に

借入金返済として借入先ごとに記載して下さい。

・ 借入金に対する利子が、契約により無利子などとなっている場合であっても、そのときの
金融情勢下で通常支払うべき利子相当分が「寄附」に該当する可能性があります。

「寄附」に該当する場合は、利子相当分を「寄附」として収入に計上するとともに、
同額を「その他の経費」として支出に計上して下さい。

・ その年の１２月３１日現在で、借入先ごとの残高が１００万円を超える場合は、
様式（その１７）、（その１８）に記載が必要となります。
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５．本部又は支部から供与された交付金に係る収入（様式その５）の記載方法に 

ついて 

当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、交

付金を供与した本部又は支部ごとに、その名称及び主たる事務所の所在地並びに

当該交付金の金額及び供与を受けた年月日を該当欄に記載して下さい。なお、本

部が支部から受けた収入、支部が本部から受けた収入の記載のみでなく、支部が

その他の支部から受けた収入がある場合も記載します。 

 

 

【よくあるご質問】本部支部交付金（収入） 

Ｑ 「本部又は支部から供与された交付金に係る収入」とはどのようなものが対

象になりますか。 

Ａ 相手方から、組織対策のために支出されるもの（相手方の支出項目としては

「組織活動費」）、選挙のために支出されるもの（相手方の支出項目としては

「選挙関係費」）、特に使途を定めずに支出されるもの（相手方の支出項目と

しては「寄附・交付金」）などの本部・支部間、支部・支部間における支出に

対応する収入が該当します。 

なお、本部や支部などと異なり同一の組織ではない相手方からの収入であれ

ば機関紙誌による収入などの「事業による収入」に該当するようなものでも、

本部や支部、その他の支部からの収入であれば「交付金」に含まれます。 
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【記載例】

 (5) 本部又は支部から供与された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 主たる事務所の所在地 備　　考

十億 百万 千 円

○○本部 2 0 0 0 0 0 0 ○．４．１ 東京都○○区○○町○○番地

  〃 1 0 0 0 0 0 0 ○．10．１ 　〃

こ　の　頁　の　小　計 3 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 3 0 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　　額 年 月 日

(その５)

この様式は、本部又は支部を持たない単独の政治団体は不要です。
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６．その他の収入（様式その６）の記載方法について 

(1) その他の収入（個人が負担する党費又は会費、寄附、機関紙誌の発行その他の

事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入以外の

収入。例えば、利子収入など。）については、１件当たりの金額（数回にわたっ

て受けたときは、その合計金額）が 10 万円以上のものについて、その基因となっ

た事実並びにその金額及び年月日を記載して下さい。なお、１件当たりの金額が

10 万円未満のものにあっては、「１件１０万円未満のもの」欄に一括してその合

計金額を記載して下さい。 

(2) 「摘要」欄には、収入の基因となった事実を「甲銀行預金利子」というように

具体的に記載して下さい。 
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【記載例】

 (6) その他の収入

摘　　　　　要 備　　　　　　　　　　　　考

十億 百万 千 円

甲銀行預金利子 1 0 0 0 0 0 平成○○年８月１８日

こ　の　頁　の　小　計 1 0 0 0 0 0

１件１０万円未満のもの 2 5 0 0 0

合　　　　　　計 1 2 5 0 0 0

金　　　　　　　　　額

(その６)

・ １件あたりの金額（数回にわたって受けたときは、その合計金額）が１０万円以上のものは、

その基因となった事実ごとに、個別に記載して下さい。

・ １件あたりの金額が１０万円未満のものは、一括してそれらの合計金額を

「１件１０万円未満のもの」欄に記載して下さい。
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７．寄附の内訳（様式その７）の記載方法について 

(1) 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が、年間５万円を超えるものについ

ては、その寄附をした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業（団体にあっては、

その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）、当該寄附の金額及び年月

日並びに寄附者が上場・外資５０％超会社（法第２２条の５第１項本文に規定す

る者であって同項ただし書に規定する日本法人をいいます。１６ページ参照）で

あるときはその旨を該当欄に記載して下さい。 

なお、年間５万円以下の寄附についても必要に応じ報告してもさしつかえあり

ません。ただし、課税上の優遇措置（いわゆる寄附金控除。３９ページ参照）を

受けるときには、金額の多寡にかかわらず記載しておかなければなりません。 

(2) 寄附は、「個人からの寄附」、「法人その他の団体からの寄附」又は「政治団

体からの寄附」に分類し、それぞれ別葉とし、「寄附者の区分」欄には、これら

の区分を記載して下さい。また、本部又は支部から供与された交付金に係る収入

は、寄附には該当しないため、「政治団体からの寄附」に含めないで下さい。 

なお、政党、政治資金団体、政党の支部以外の政治団体は、法により「法人そ

の他の団体からの寄附」を禁止されています。 

(3) 個人からの寄附のうち、特定寄附（１５ページ参照）については、例えば、甲

川一郎が資金管理団体の届出をした者である場合には、「寄附者の氏名」欄に「 特 

甲川一郎」というように記載して下さい。また、遺贈による寄附である場合には、

「備考」欄に「遺贈」というように記載して下さい。 

(4) 法人その他の団体からの寄附のうち、上場・外資５０％超会社（１６ページ参

照）からの寄附については、「備考」欄に「上場・外資５０％超」というように

記載して下さい。 

(5) 「その他の寄附」欄には、寄附のうち上記(1)により、その明細を記載したもの

以外のものの合計金額を記載して下さい。 
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【記載例】

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
（団体にあっては、その名称）

職業（団体にあって
は、代表者の氏名）

備 考

十億 百万 千 円

 特 甲川一郎 1 0 0 0 0 0 0 ○．２．１ 衆議院議員

 特 〃　〃 1 5 0 0 0 0 0 ○．10．１ 　　〃

Ａ山太郎 3 0 0 0 0 0 ○．１．20 Ａ会社社長

〃　〃 3 0 0 0 0 0 ○．９．20 　　〃

Ｂ山次郎 5 0 0 0 0 0 ○．８．30 Ｂ会社役員

Ｃ山花子 1 1 0 0 0 0 0 ○．１．10 Ｃ会社社長
事務所の
無償提供

こ　の　頁　の　小　計 4 7 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 2 4 0 0 0 0

合　　　　　　計 4 9 4 0 0 0 0

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
（団体にあっては、その名称）

職業（団体にあって
は、代表者の氏名）

備 考

十億 百万 千 円

Ａ株式会社 1 0 0 0 0 0 0 ○．２．１ Ａ川太郎

　　〃　 5 0 0 0 0 0 ○．10．５ 　　〃

Ｂ協会 4 0 0 0 0 0 ○．２．12 Ｂ川次郎

Ｃホールディングス 1 0 0 0 0 0 0 ○．10．１ Ｃ川三郎
上場・外資
50％超

こ　の　頁　の　小　計 2 9 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 4 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 3 3 0 0 0 0 0

名古屋市○○区○○町○○番地

住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

金　　　　　　　　　額 年 月 日

大阪市○○区○○町○○番地

東京都××区○町○丁目○番地

　　　　　〃

東京都○○区△△町×番地

　　　　　〃

個　　　　　　人

法　人　そ　の　他　団　体

金　　　　　　　　　額 年 月 日
住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

東京都××区××町×番地

東京都○○区○○町○○番地

　　　　　〃

神戸市○○区○○町○○番地

(その７)

(その７)

・ 同一の者からの年間５万円を超える「寄附」について明細を記載する必要があります。
また、５万円以下であっても、課税上の優遇措置（いわゆる寄附金控除）を受ける場合には、
記載が必要となります。

・ 事務所、労務、物品などの無償提供を受けた場合は「寄附」に該当する可能性があります。
「寄附」に該当する場合は、時価に見積もった金額を収入に計上し、
また、年間５万円を超えるものにあっては、明細を記載し、備考欄に「事務所の無償提供」などと

記載して下さい。さらに経理上の処理として、同額を「その他の経費」として支出に計上し、
支出の目的欄には「金銭以外のものによる寄附相当分」と記載して下さい。

法人その他団体からの寄附は、政党（政党支部も含まれます。）、政治資金団体以外の政治団体へのものは禁止されています。
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【記載例】

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
（団体にあっては、その名称）

職業（団体にあって
は、代表者の氏名）

備 考

十億 百万 千 円

全国Ａ政治連盟 1 0 0 0 0 0 0 ○．１．20 Ａ沢太郎

　　　〃 1 0 0 0 0 0 0 ○．７．31 　　〃

Ｂ後援会 1 5 0 0 0 0 0 ○．11．20 Ｂ沢次郎

Ｃ政治経済調査会 7 0 0 0 0 0 ○．10．15 Ｃ沢三郎

こ　の　頁　の　小　計 4 2 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

合　　　　　　計 4 2 0 0 0 0 0

政　　治　　団　　体

金　　　　　　　　　額 年 月 日
住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

東京都○○区○○町○○番地

　　　　　〃

名古屋市○○区○○町○○番地

福岡市○○区○○町○○番地

(その７)
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８．寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳（様式その８）の記載方法に 

ついて 

(1) 同一の者によって寄附のあっせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間５

万円を超えるものについては、その寄附のあっせんをした者ごとに、その者の氏

名、住所及び職業（団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表

者の氏名）並びに当該寄附のあっせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及び

これが当該政治団体に提供された年月日を記載し、様式（その７）の記載方法に

準じて記載して下さい。 

なお、年間５万円以下の寄附のあっせんに係る寄附についても必要に応じ報告

してもさしつかえありません。 

(2) 当該寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳については、様式（その２）

に記載した「（寄附のうち寄附のあっせんによるもの）」についての内訳であり、

また、様式（その７）の「寄附の内訳」に記載された寄附のうち、あっせんによ

りされた寄附を当該様式（その８）に再掲するものです。 
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【記載例】

 (8) 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

寄附のあっせん者の氏名
（団体にあっては、その名称）

集 め た
期　　間

職業（団体にあって
は、代表者の氏名） 備考

十億 百万 千 円

Ａ田一郎 8 9 0 0 0 0 ○．11．21 会社役員

こ　の　頁　の　小　計 8 9 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

合　　　　　　計 8 9 0 0 0 0

 (8) 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

寄附のあっせん者の氏名
（団体にあっては、その名称）

集 め た
期　　間

職業（団体にあって
は、代表者の氏名） 備考

十億 百万 千 円

Ｂ株式会社 1 8 0 0 0 0 0 ○．９．15 Ｂ田次郎

こ　の　頁　の　小　計 1 8 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

合　　　　　　計 1 8 0 0 0 0 0

個　　　　　　　人あっせん者の区分

金　　　　　　　　　額

東京都○○区○○町○○番地

住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

提　　供
年 月 日

あっせん者の区分 法　人　そ　の　他　団　体

金　　　　　　　　　額
提　　供
年 月 日

住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

東京都○○区○○町○○番地

○.11.1～
○.11.20

○.９.1～
○.９.10

(その８)

(その８)
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【記載例】

 (8) 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳

寄附のあっせん者の氏名
（団体にあっては、その名称）

集 め た
期　　間

職業（団体にあって
は、代表者の氏名） 備考

十億 百万 千 円

Ｃ後援会 7 5 0 0 0 0 ○．７．15 Ｃ田三郎

こ　の　頁　の　小　計 7 5 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 0

合　　　　　　計 7 5 0 0 0 0

あっせん者の区分 政　　治　　団　　体

金　　　　　　　　　額
提　　供
年 月 日

住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

○.７.1～
○.７.14 東京都○○区○○町○○番地

(その８)
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９．政党匿名寄附の内訳（様式その９）の記載方法について 

政党匿名寄附（１６ページ参照）については、同一の日に同一の場所で受けた

寄附ごとに、その金額の合計額並びに年月日及び場所を記載するものとし、場所

の記載については、「東京都千代田区○○町１丁目○○駅前街頭」、「東京都千

代田区○○町１丁目１番１号○○会館○○の間」というように詳細に記載して下

さい。なお、政党匿名寄附については、政党（政党支部も含まれます。）、政治

資金団体のみに認められています。 
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【記載例】

 (9) 政党匿名寄附の内訳

政党匿名寄附を受けた場所 備　　　　　　考

十億 百万 千 円

東京都千代田区○○町１丁目○○駅前街頭 1 0 4 1 0 0 ○．３．15

東京都千代田区○○町１丁目１番地１号○○会館○○の間 7 5 2 4 0 ○．10．10

こ　の　頁　の　小　計 1 7 9 3 4 0

合　　　　　　計 1 7 9 3 4 0

金　　　　　　　　　額 年 月 日

(その９)

政党匿名寄附は政党（政党支部も含まれます。）、政治資金団体のみに認められています。
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10．機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に 

係る収入の内訳（様式その 10）の記載方法について 

(1) 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティー（政治資金パー

ティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が 1,000 万円以

上であるもの）又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対

価に係る収入がある場合（１７ページ参照）には、これらのパーティーごとに、

その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払を

した者の数を記載して下さい。 

(2) 特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの

対価に係る収入のうち、報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において

収受されたものがある場合においては、前年以前において収受されたものに係る

これらの事項について「備考」欄に併せて記載して下さい。 

(3) 特定パーティー又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを

他の政治団体と共同で開催した場合にあつては、その旨及び当該他の政治団体の

名称を「備考」欄に記載して下さい。 

 

【よくあるご質問】政治資金パーティー 

Ｑ１ 政治資金パーティーの収入が２年にまたがり、合計では1,000万円以上の収

入になりましたが、それぞれの年の収入は、1,000万円を下回りました。この場

合、特定パーティーにあたりますか。また、収支報告書に記載する上で留意す

べきことはありますか。 

Ａ１ 特定パーティーであるかどうかは、各年の収入により判断するのではなく、

一の政治資金パーティーの収入により判断されます。したがって、ご質問のよ

うな場合には（見込まれる場合も含めて）特定パーティーに該当します。 

なお、この場合、収支報告書には、前年分の収入金額、支払をした者の数を

「備考」欄に記載して下さい。 

 

Ｑ２ 他の政治団体と共催で政治資金パーティーを開催したところ、単独の収入

としては1,000万円未満でしたが、政治資金パーティー全体の収入は1,000万円

以上となりました。この場合、特定パーティーにあたりますか。 

Ａ２ Ａ１にあるように特定パーティーであるかどうかは、一の政治資金パーテ

ィーの収入により判断されますので、ご質問のような場合には（見込まれる場

合も含めて）特定パーティーに該当します。 
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【記載例】

 (10) 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち特定パーティーの対価に係る収入の内訳

特定パーティーの名称
対価の支払を
した者の数

開 催 場 所 備考

十億 百万 千 円

甲川一郎君を励ます会 1 2 1 0 0 0 0 0 304 ○．11．28 東京都△△区△△町○○会館○○の間

こ の 頁 の 小 計 1 2 1 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 1 2 1 0 0 0 0 0

対 価 に 係 る 収 入 の 金 額 開催年月日

(その10)

同一のパーティーについて前年にも収入がある場合には、その金額、支払者の人数を備考欄に記載して下さい。
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11．政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳（様式その 11）の記載方法に 

ついて 

(1) 一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があつた

年の前年以前における収入を含みます。）のうち、同一の者からの政治資金パー

ティーの対価の支払で、その金額の合計額が 20 万円を超えるものについては、政

治資金パーティーごとに、その年における対価の支払について、当該対価の支払

をした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業並びに当該支払われた対価の金額

及び年月日を当該欄に記載するものとし、記載の要領は、政治資金パーティーご

とに別葉とし、「政治資金パーティーの名称」欄には当該政治資金パーティーの

名称を記載して下さい。 

また、政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、報告書に記載すべき収入

があつた年の前年以前において収受されたものがある場合においては、前年以前

において収受されたものに係る支払われた対価の金額及び年月日について「備考」

欄に併せて記載して下さい。なお、一の政治資金パーティーに係る 20 万円以下の

対価の支払についても必要に応じ報告してもさしつかえありません。 

(2) 対価の支払は、「個人からの対価の支払」、「法人その他の団体からの対価の

支払」又は「政治団体からの対価の支払」に分類し、それぞれ別葉として下さい。

なお、「対価の支払者の区分」欄には、これらの区分を記載して下さい。 
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【記載例】

対価の支払をした者の氏名
（団体にあっては、その名称）

職業（団体にあって
は、代表者の氏名）

備考

十億 百万 千 円

Ａ株式会社 9 0 0 0 0 0 ○．５．10 Ａ山太郎

Ｂ株式会社 3 0 0 0 0 0 ○．６．１ Ｂ山花子

Ｃホールディングス 1 2 0 0 0 0 0 ○．７．10 Ｃ山次郎

こ　の　頁　の　小　計 2 4 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 2 4 0 0 0 0 0

対価の支払をした者の氏名
（団体にあっては、その名称）

職業（団体にあって
は、代表者の氏名）

備考

十億 百万 千 円

全国Ａ政治連盟 1 2 0 0 0 0 0 ○．５．15 Ａ沢太郎

Ｂ後援会 6 0 0 0 0 0 ○．６．15 Ｂ沢次郎

Ｃ政治経済調査会 9 0 0 0 0 0 ○．６．22 Ｃ沢三郎

こ　の　頁　の　小　計 2 7 0 0 0 0 0

合　　　　　　計 2 7 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　　額 年 月 日
 住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

○○パーティー

法　　　　　人

 住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）年 月 日金　　　　　　　　　額

東京都○○区○○町○○番地

名古屋市○○区○○町○○番地

福岡市○○区○○町○○番地

○○パーティー

政治団体

政治資金パーティーの名称

対価の支払をした者の区分
 (11) 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

 (11) 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政治資金パーティーの名称

対価の支払をした者の区分

東京都○○区○○町○○番地

東京都○○区○○町○○番地

東京都○○区○○町○○番地

(その11)

(その11)
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12．政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんによるもの 

の内訳（様式その 12）の記載方法について 

一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者によって対価の支

払のあっせんをされたもので、その金額の合計が20万円を超えるものについては、

対価の支払のあっせんをした者ごとに、その者の氏名、住所及び職業（団体にあ

っては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）並びに当該対価の

支払のあっせんに係る金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供さ

れた年月日を記載するものとし、様式（その 11）に準じて記載して下さい。 

なお、一の政治資金パーティーに係る 20 万円以下の対価の支払のあっせんにつ

いても必要に応じ報告してもさしつかえありません。 
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【記載例】

対価の支払をした者の氏名
（団体にあっては、その名称）

集 め た
期　　間

住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

職業（団体にあって
は、代表者の氏名） 備考

十億 百万 千 円

甲山一夫 4 5 0 0 0 0 ○．６．10
○.5.28～
○.6.4 東京都○○区○○町○○番地 会社社長

乙山三夫 9 0 0 0 0 0 ○．６．15
○.6.1～
○.6.10 名古屋市○○区○○町○○番地 会社役員

こ　の　頁　の　小　計 1 3 5 0 0 0 0

合　　　　　　計 1 3 5 0 0 0 0

 (12) 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払の
　　　あっせんによるものの内訳

金　　　　　　　　　額
提　　供
年 月 日

○○パーティー

個　　人

政治資金パーティーの名称

対価の支払のあっせん者の区分

(その12)
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13．支出の総括表（様式その 13）の記載方法について 

すべての支出は、次の分類基準により、経常経費及び政治活動費に分類し、さ

らに経常経費にあっては、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費に分類

し、政治活動費にあっては、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の

事業費、調査研究費、寄附・交付金、その他の経費に分類した上で、これらの項

目ごとに年間の支出金額を記載して下さい。 

この場合、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出に

ついては、これらの項目ごとにその額を「備考」欄に併せて記載して下さい。ま

た、この額の内訳を様式（その 16）に記載して下さい。 

(1) 経常経費 

ア 人件費     政治団体の職員（機関紙誌の発行その他の事業に従事す

る者を除く。）に支払われる給料、報酬、扶養手当・通

勤手当・住居手当その他の諸手当の類及び健康保険料・

労働保険料その他の各種保険料の類 

イ 光熱水費    電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料等 

ウ 備品・消耗品費 机、椅子、ロッカー、複写機、自動車（事務所用に限る。）

等の備品の類及び事務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事

務服、新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購入費 

エ 事務所費    事務所の借料損料（地代、家賃）、公租公課、火災保険

料等の各種保険料、電話使用料、切手購入費、修繕料そ

の他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とさ

れるもの 

(2) 政治活動費 

ア 組織活動費   当該政治団体の組織活動に要する経費（選挙に関するも

のを除く。）で、例えば、大会費、行事費、組織対策費、

渉外費、交際費の類 

イ 選挙関係費   選挙に関して支出される経費で、例えば、公認推薦料、

陣中見舞その他選挙に関して行われる政治活動に要する

経費の類 
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ウ 機関紙誌の発行 

その他の事業費 

(ｱ) 機関紙誌の発 機関紙誌の発行事業に従事する者に支払われる給与、材 

行事業費   料費、印刷費、荷造発送費、原稿料その他機関紙誌の発 

行に要する経費 

(ｲ) 宣伝事業費  機関紙誌の発行以外の政策の普及宣伝に要する経費（選 

挙に関するものを除く。）で、例えば、遊説費、新聞・ 

ラジオ・テレビの広告料、ポスター・ビラ・パンフレッ 

トの作成費、宣伝用自動車の購入・維持費の類 

(ｳ) 政治資金パー 政治資金パーティーの開催に要する経費で、例えば、会 

ティー開催事 場借上費、記念品代、講演諸経費の類 

業費 

(ｴ)  その他の事業 上記の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)以外の諸事業に要する経費 

費 

エ 調査研究費   政治活動のために行う調査研究に要する経費で、例えば、

研修会費、資料費、書籍購入費、翻訳代の類 

オ 寄附・交付金  政治活動に関する寄附、賛助金、当該政治団体の本部又

は支部に対して供与した交付金、負担金の類 

カ その他の経費  その他上記以外の政治活動に要する経費 
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【記載例】

３　支出項目別金額の内訳

 (1) 支 出 の 総 括 表

　１ 十億 百万 千 円

(1) 1 7 9 4 0 0 0
(2) 2 3 5 0 0 0
(3) 2 1 2 0 0 0
(4) 1 2 0 0 0 0 0

3 4 4 1 0 0 0

　２

(1) 3 5 0 0 0 0 0
(2) 1 0 5 0 0 0 0
(3) 8 9 1 8 1 0 0
 ア 9 6 0 0 0 0
 イ 1 4 2 4 1 0 0
 ウ 6 2 3 4 0 0 0
 エ 3 0 0 0 0 0
(4) 1 0 5 0 0 0
(5) 6 0 0 0 0 0
(6) 2 0 0 0 5 1 0

1 6 1 7 3 6 1 0

光 熱 水 費

備 品 ・ 消 耗 品 費

項　　　　　　　目 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　　　　　　考

経 常 経 費

人 件 費

組 織 活 動 費 　600,000円

事 務 所 費

小　　　　　　　　　　計

機 関 紙 誌 の 発 行 事 業 費

宣 伝 事 業 費

選 挙 関 係 費

機関紙誌の発行その他の事業費

政 治 活 動 費

政治資金パーティー開催事業費

小　　　　　　　　　　計

調 査 研 究 費

1

そ の 他 の 事 業 費

寄 附 ・ 交 付 金 　600,000円
そ の 他 の 経 費

1

1,200,000円

4 6 1 09 6合　　　　　　　　　　計

(その13)

備考欄には、金額欄に記載した
金額のうち、本部又は支部に対
して供与した交付金に係る支出
の金額を記載して下さい。
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14．経常経費（様式その 14）の記載方法について 

(1) 人件費以外の経常経費については、１件当たりの金額（数回にわたって支払わ

れたときは、その合計金額）が、 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

にあっては１万円を超える支出 

・ 資金管理団体として指定されていた期間（ただし、国会議員関係政治団体に

関する特例規定が適用されていなかった期間。以下同じです。）に行った支出に

あっては５万円以上の支出 

について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び

主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び年月日を(3)の例により

記載して下さい。 

(2) 人件費以外の経常経費は、様式（その 13）の基準により分類し、「項目別区分」

欄には、「光熱水費」、「備品・消耗品費」、「事務所費」というように、項目

別の区分を記載し、それぞれ別葉として下さい。 

(3) 「支出の目的」欄には、次のような例により具体的に記載して下さい。 

光熱水費    「電気の使用料」、「ガスの使用料」、「水道の使用料」 

備品・消耗品費 「机の購入費」、「事務所用自動車の購入費」、 

「事務用用紙の購入費」、「新聞購読料」、「ガソリン代」 

事務所費    「事務所の借料損料」、「公租公課」、「火災保険料」、 

「電話使用料」、「切手購入費」、「修繕料」 

(4) 「その他の支出」欄には、１件当たりの金額が、 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

にあっては１万円以下の支出 

・ 資金管理団体として指定されていた期間に行った支出にあっては５万円未満

の支出 

を一括してその合計金額を記載して下さい。 
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【記載例】

 (2) 経常経費（人件費を除く。）

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

電気代（１２月分） 1 5 0 0 0 ○．１．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（１月分） 1 5 0 0 0 ○．２．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（２月分） 1 5 0 0 0 ○．３．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（３月分） 1 4 0 0 0 ○．４．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（４月分） 1 4 0 0 0 ○．５．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（５月分） 1 6 0 0 0 ○．６．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（６月分） 2 0 0 0 0 ○．７．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（７月分） 2 1 0 0 0 ○．８．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（８月分） 2 1 0 0 0 ○．９．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（９月分） 2 0 0 0 0 ○．10．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（１０月分） 1 6 0 0 0 ○．11．25 東京都○○区○○町○○番地

電気代（１１月分） 1 4 0 0 0 ○．12．25 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 1 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 0 1 0 0 0

 (2) 経常経費（人件費を除く。）

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

事務所机椅子等の購入 4 0 5 0 0 ○．３．20 東京都○○区○○町○○番地

ガソリン代（３月～６月分） 5 4 0 5 4 ○．７．10 東京都○○区○○町○○番地

自動車修理代 7 3 5 0 0 ○．９．27 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 1 6 8 0 5 4

そ の 他 の 支 出 7 4 2 9 4 6

合　　　　計 9 1 1 0 0 0

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

項　目　別　区　分 光　熱　水　費

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

○○電力（株）

項　目　別　区　分 備品・消耗品費

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○事務機器販売（株）

○○石油販売（株）

○○自動車（株）

(その14)

(その14)
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【記載例】

 (2) 経常経費（人件費を除く。）

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

事務所の借料損料（２月分） 1 0 0 0 0 0 ○．１．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（３月分） 1 0 0 0 0 0 ○．２．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（４月分） 1 0 0 0 0 0 ○．３．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（５月分） 1 0 0 0 0 0 ○．４．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（６月分） 1 0 0 0 0 0 ○．５．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（７月分） 1 0 0 0 0 0 ○．６．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（８月分） 1 0 0 0 0 0 ○．７．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（９月分） 1 0 0 0 0 0 ○．８．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１０月分） 1 0 0 0 0 0 ○．９．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１１月分） 1 0 0 0 0 0 ○．10．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１２月分） 1 0 0 0 0 0 ○．11．25 東京都○○区○○町○○番地

事務所の借料損料（１月分） 1 0 0 0 0 0 ○．12．25 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 1 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 5 4 2 7 4 6

合　　　　計 1 7 4 2 7 4 6

項　目　別　区　分 事　務　所　費

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

○○不動産（株）

(その14)
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15．政治活動費の内訳（様式その 15）の記載方法について 

(1) 政治活動費については、１件当たりの金額（数回にわたって支払われたときは、

その合計金額）が、 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った支出

にあっては１万円を超える支出 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に行っ

た支出にあっては５万円以上の支出 

について、その支出を受けた者の氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び

主たる事務所の所在地）並びに当該支出の目的、金額及び年月日を次の例により

記載して下さい。 

(2) 政治活動費は、様式（その 13）の基準により分類し、さらに費目ごとに、次の

例のように適宜、小分類し、それぞれ別葉として下さい。 

組織活動費          「大会費」、「行事費」、「組織対策費」、 

「渉外費」、「交際費」 

選挙関係費          「公認推薦料」、「陣中見舞」 

機関紙誌の発行事業費     「給与」、「材料費」、「印刷費」、 

「荷造発送費」、「原稿料」 

宣伝事業費          「遊説費」、 

「新聞・ラジオ・テレビの広告料」、 

「ポスター・ビラ・パンフレットの作成費」、 

「宣伝用自動車の購入・維持費」 

政治資金パーティー開催事業費 「甲政治資金パーティー開催事業費」、 

「乙政治資金パーティー開催事業費」 

調査研究費          「研修会費｣､「資料費」、「書籍購入費」、 

「翻訳代」 

寄附・交付金         「寄附金」、「賛助金」、「支部交付金」、 

「負担金」 

(3) 記載の要領については、次のとおりです。 

ア 「項目別区分」欄には、「組織活動費（大会費）」というように小分類し

た費目まで記載して下さい。 

イ 「支出の目的」欄には、当該支出の目的を「会場借上費」、「弁当代」、

「タクシー代」というように具体的に記載して下さい。 
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ウ 「その他の支出」欄には、１件当たりの金額が、 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていた期間に行った

支出にあっては１万円以下の支出 

・ 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用されていなかった期間に

行った支出にあっては５万円未満の支出 

を一括してその合計金額を記載して下さい。 
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

パンフレット印刷代 7 4 0 0 0 0 ○．１．15 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 7 4 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 6 0 0 0 0

合　　　　計 8 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

案内状印刷代 1 5 0 0 0 0 ○．８．15 東京都○○区○○町○○番地

資料印刷代 3 2 0 0 0 0 ○．８．20 　　　　　　〃

会場借上費 2 5 0 0 0 0 ○．９．30 東京都○○区○○町○○番地

弁当代 4 5 0 0 0 ○．９．30 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 7 6 5 0 0 0

そ の 他 の 支 出 9 0 0 0 0

合　　　　計 8 5 5 0 0 0

項　目　別　区　分 組 織 活 動 費（ 組 織 対 策 費 ）

金　　　　　　　　額
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）年 月 日

○○印刷株式会社

項　目　別　区　分 組 織 活 動 費（ 大 会 費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○印刷株式会社

　　　　〃

△△会館

××食堂（株）

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

推薦料 5 0 0 0 0 0 ○．12．15 東京都○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 ○．12．15 仙台市○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 ○．12．15 京都市○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 ○．12．15 大阪市○○区○○町○○番地

〃 5 0 0 0 0 0 ○．12．15 神戸市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 5 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 5 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 1 2 0 0 0 0

合　　　　計 1 2 0 0 0 0

項　目　別　区　分 選 挙 関 係 費（ 推 薦 料 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

Ａ川太郎

Ｂ川次郎

Ｃ川三郎

Ｄ川四郎

Ｅ川五郎

項　目　別　区　分 選 挙 関 係 費（ 陣 中 見 舞 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

原稿料 1 0 0 0 0 0 ○．１．15 千葉市○○区○○町○○番地

　〃 1 0 0 0 0 0 ○．７．15 大阪市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

印刷費 1 5 0 0 0 0 ○．２．１ 東京都○○区○○町○○番地

　〃 1 5 0 0 0 0 ○．８．１ 　　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 3 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 3 0 0 0 0 0

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（ 甲機関誌原稿料 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

Ｆ川太郎

Ｇ川次郎

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（ 甲機関誌印刷費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○印刷株式会社

　　　　〃

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

発送費 1 0 0 0 0 0 ○．２．10 東京都○○区○○町○○番地

　〃 1 0 0 0 0 0 ○．８．10 　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 8 0 0 0 0

合　　　　計 8 0 0 0 0

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（ 甲機関誌発送費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○運送

　　〃

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（ 乙機関雑誌原稿料 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

印刷費 7 0 0 0 0 ○．４．５ 東京都○○区○○町○○番地

　〃 7 0 0 0 0 ○．10．５ 　　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 1 4 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 1 4 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

発送費 4 5 0 0 0 ○．４．10 東京都○○区○○町○○番地

　〃 4 5 0 0 0 ○．10．10 　　　　　　〃

こ の 頁 の 小 計 9 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 9 0 0 0 0

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（ 乙機関雑誌印刷費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○印刷株式会社

　　　　〃

項　目　別　区　分 機関紙誌の発行事業費（ 乙機関雑誌発送費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○運送

　　〃

(その15)

(その15)

- 107 -



【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

自動車購入費 1 0 0 0 0 0 0 ○．３．10 東京都○○区○○町○○番地

自動車取得税 5 0 0 0 0 ○．３．10 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 1 0 5 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 1 9 7 8 2 0

合　　　　計 1 2 4 7 8 2 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

印刷費 8 0 0 0 0 0 ○．６ 25 東京都○○区○○町○○番地

発送費 1 0 0 0 0 0 ○．７ １ 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 9 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 9 0 0 0 0 0

項　目　別　区　分 宣 伝 事 業 費（ 自動車購入・維持費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○自動車販売株式会社

○○税事務所

項　目　別　区　分 宣 伝 事 業 費（ ポスター作成費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○印刷株式会社

○○運送

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

案内状印刷代 4 0 0 0 0 ○．４.５ 東京都○○区○○町○○番地

会場借上費 1 0 0 0 0 0 0 ○．６.30 東京都○○区○○町○○番地

食事代 2 0 0 0 0 0 0 ○．６.30 　　　　　　　〃

講師謝礼 5 0 0 0 0 ○．６.30 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 3 0 9 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 4 8 0 0 0

合　　　　計 3 1 3 8 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

案内状印刷代 1 5 0 0 0 0 ○．９．10 東京都○○区○○町○○番地

案内状発送代 2 0 0 0 0 0 ○．10.15 東京都○○区○○町○○番地

会場借上費 4 0 0 0 0 0 0 ○．11. 28 東京都○○区○○町○○番地

食事代 3 6 7 5 0 0 0 ○．11.28 　　　　　　　〃

講師謝礼 5 0 0 0 0 ○．11.28 さいたま市○○区○○町○○番地

講師謝礼 5 0 0 0 0 ○．11.28 横浜市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 8 1 2 5 0 0 0

そ の 他 の 支 出 3 5 0 0 0

合　　　　計 8 1 6 0 0 0 0

項　目　別　区　分 政治資金パーティー開催事業（ ○○パーティー ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○印刷株式会社

○○ホテル

　　〃

○野○郎

項　目　別　区　分 政治資金パーティー開催事業（ 甲川一郎君を励ます会 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○印刷株式会社

日本郵便株式会社

○○会館

　　〃

△野△郎

×野×郎

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 5 2 0 0 0 0

合　　　　計 5 2 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

こ の 頁 の 小 計 0

そ の 他 の 支 出 1 0 5 0 0 0

合　　　　計 1 0 5 0 0 0

項　目　別　区　分 その他の事業費（ 書籍販売業 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

項　目　別　区　分 調 査 研 究 費（ 書 籍 購 入 費 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

Global Politicsの翻訳代 2 0 0 0 0 0 ○．５．15 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 5 0 0

合　　　　計 2 0 0 5 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

支部交付金 2 0 0 0 0 0 ○．３．31 仙台市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 ○．３．31 浜松市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 ○．３．31 広島市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 6 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 6 0 0 0 0 0

項　目　別　区　分 調 査 研 究 費（ 翻 訳 代 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○翻訳（株）

項　目　別　区　分 寄附・交付金（ 支部交付金 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

○○支部

△△支部

××支部

(その15)

(その15)
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【記載例】

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

借入金返済 2 0 0 0 0 0 0 ○．12．10 東京都○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 2 0 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 2 0 0 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

1 1 0 0 0 0 0 ○．１．10 東京都××区○町○丁目○番地

こ の 頁 の 小 計 1 1 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 1 1 0 0 0 0 0

項　目　別　区　分 その他の経費（ 借入金返済 ）

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

甲銀行

項　目　別　区　分 その他の経費（ 金銭以外のものによる寄附相当分 ）

金銭以外のものによる寄
附相当分

金　　　　　　　　額 年 月 日
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

Ｃ山花子

(その15)

(その15)(その15)(その15)
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16.本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳（様式その 16）の 

記載方法について 

(1) 当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、

様式（その 13）の分類基準による支出項目ごとに、その本部又は支部の名称及び

主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び供与した年月日を該当欄に記

載して下さい。なお、本部が支部に対して供与した交付金、支部が本部に対して

供与した交付金の記載のみでなく、支部がその他の支部に対して供与した交付金

がある場合も記載します。 

(2) この様式（その 16）は、当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金

に係る支出を再掲するものです。 

 

 

【よくあるご質問】本部支部交付金（支出） 

Ｑ 「本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出」とはどのようなものが

対象になりますか。 

Ａ 組織対策のために支出されるもの（支出項目としては「組織活動費」）、選

挙のために支出されるもの（支出項目としては「選挙関係費」）、特に使途を

定めずに支出されるもの（支出項目としては「寄附・交付金」）などの本部・

支部間、支部・支部間における支出が該当します。 
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【記載例】

 (4) 本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳

支　出　項　目 主たる事務所の所在地 備考

十億 百万 千 円

組織活動費 2 0 0 0 0 0 ○．２.１ 仙台市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 ○．２.１ 浜松市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 ○．２.１ 広島市○○区○○町○○番地

寄附・交付金 2 0 0 0 0 0 ○．３.31 仙台市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 ○．３.31 浜松市○○区○○町○○番地

　　〃 2 0 0 0 0 0 ○．３.31 広島市○○区○○町○○番地

こ の 頁 の 小 計 1 2 0 0 0 0 0

合　　　　計 1 2 0 0 0 0 0

金　　　　　　　　額

××支部

××支部

○○支部

△△支部

年 月 日
交付金の供与を受けた
本部又は支部の名称

○○支部

△△支部

(その16)

・ 様式（その13）の備考欄に記載した金額の明細を記載して下さい。

・ なお、この様式は、本部又は支部を持たない単独の政治団体は不要です。
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17．資産等の総括表（様式その 17）の記載方法について 

12 月 31 日において有する資産等（土地、建物、建物の所有を目的とする地上

権又は土地の賃借権、取得の価額が 100 万を超える動産、預金（普通預金及び当

座預金を除く。）又は貯金（普通貯金を除く。）、金銭信託、有価証券、出資に

よる権利、貸付先ごとの残高が 100 万円を超える貸付金、支払われた金額が 100

万円を超える敷金、取得の価額が 100 万円を超える施設の利用に関する権利及び

借入先ごとの残高が 100 万円を超える借入金をいう。）については、これらの項

目ごとの有無について「□」内に「「✓」を記入して下さい。 

なお、有の「□」内に「✓」を記入した場合は、様式（その 18）に資産等の項

目別の内訳を記入して下さい。 
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【記載例】

１　資産等の総括表

 資 産 等 の 有 無

有 無 備　　　　　　　考

 ア 土 地 □ □

 イ 建 物 □ □

 ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ □

 エ 取 得 の 価 額 が 100 万 円 を 超 え る 動 産 □ □

 オ
預 金 ( 普 通 預 金 及 び 当 座 預 金 を 除 く 。 )
又 は 貯 金 ( 普 通 貯 金 を 除 く 。 )

□ □

 カ 金 銭 信 託 □ □

 キ 有 価 証 券 □ □

 ク 出 資 に よ る 権 利 □ □

 ケ 貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金 □ □

 コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100 万 円 を 超 え る 敷 金 □ □

 サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 □ □

 シ 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金 □ □

資　産　等　の　項　目　別　区　分

資 産 等 の 状 況(その17)
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18．資産等の項目別内訳（様式その 18）の記載方法について 

(1) 12 月 31 日において有する資産等の内訳については、次の例により項目別に分

類したうえで記載し、それぞれ別葉として下さい。なお、「項目別区分」欄には、

これらの区分を記載して下さい。 

 

項  目 

記   載   事   項 

摘要欄 

「記載例」 

備考欄 

「記載例」 

金額欄 

年月日欄 

土地 所在 

「東京都千代田区○○町 

１丁目１番地１号」 

面積 

「100㎡」 

取得の価額

取得年月日

建物 所在 

「東京都千代田区○○町 

１丁目１番地１号」 

床面積 

「100㎡」 

取得の価額

取得年月日

建物の所有を目的 

とする地上権又は 

土地の賃借権 

所在及び地上権又は賃借権

の別 

「東京都千代田区○○町 

１丁目１番地１号（地上

権）」 

面積 

「100㎡」 

取得の価額

取得年月日

取得の価額が 

１００万円を 

超える動産 

品目 

「自動車」、「絵画」、 

「応接セット」 

数量 取得の価額

取得年月日

預金又は貯金 
（普通預金、当座預金、 

普通貯金を除く。） 

「残高」  残高 

― 

金銭信託 「金銭信託」  金銭の額 

設定年月日

有価証券 種類 

「国債」、「株式」、 

「社債」 

銘柄及び数量 

「何年何月発行10年国債 

（額面100万円）」、 

「甲株式会社発行株式 

（1,000株）」 

取得の価額

取得年月日
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出資による権利 出資先 

「甲合名会社」、 

「乙合資会社」 

 金額 

出資年月日

貸付先ごとの残高 

が１００万円を 

超える貸付金 

貸付先 

「甲野太郎」、 

「乙政治団体」 

 残高 

― 

支払われた金額が 

１００万円を 

超える敷金 

支払先 

「甲野太郎」、 

「乙株式会社」 

 敷金の金額

支払年月日

取得の価額が 

１００万円を 

超える施設の 

利用に関する権利 

種類 

「ゴルフ場会員権」、 

「スポーツクラブ会員権」

施設の名称 

「甲カントリークラブ」、 

「乙会員制スポーツクラブ」 

取得の価額

取得年月日

借入先ごとの残高 

が１００万円を 

超える借入金 

借入先 

「甲銀行（乙支店）」 

 残高 

― 
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(2) 記載事項のうち「取得の価額」などに不明なものがあった場合には、次の例に

より記載して下さい。 

 

取得時期 項   目 
記載事項のうち

不明なもの 

不明な記載事項の記載方法 

「備考欄の記載例」 

政治団体 

となった 

日（※） 

前 

・土地 

・建物 

・建物の所有を目的

とする地上権又は

土地の賃借権 

・動産 

・有価証券 

・施設の利用に関す

る権利 

取得の価額 取得時における時価に見積った金額

「設立日前の取得だが価額が不明。

価額は取得時における見積額。」 

取得の価額 

取得年月日 

設立日における時価に見積った金額

設立日 

「設立日前の取得だが価額、年月日

とも不明。年月日は設立日、価額は

設立日における見積額。」 

取得年月日 ― 

「設立日前の取得だが年月日が不

明。設立日は○年○月○日。」 

・出資による権利 

・敷金 

取得年月日 ― 

「設立日前の取得だが年月日が不

明。設立日は○年○月○日。」 

政治団体 

となった 

日（※） 

から平成 

元年12月 

31日まで 

の間 

・土地 

・建物 

・建物の所有を目的

とする地上権又は

土地の賃借権 

・動産 

・有価証券 

・施設の利用に関す

る権利 

取得の価額 取得時における時価に見積った金額

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが価額が不明。価額は

平成５年１月１日における見積額。」

取得の価額 

 

取得年月日 

平成５年１月１日における時価に見

積った金額 

― 

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが価額、年月日とも不

明。価額は平成５年１月１日におけ

る見積額。」 
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取得年月日 ― 

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが年月日が不明。設立

日は○年○月○日。」 

・出資による権利 

・敷金 

取得年月日 ― 

「設立日から平成元年12月31日まで

の間の取得だが年月日が不明。設立

日は○年○月○日。」 

※ 「政治団体となった日」とは法第 3条第 1 項各号又は第 5条第 1項各号の団

体となった日（同項第 2号の団体にあっては、第 6条の 2 第 2項前段の規定に

よる届出がされた日）をいいます。 
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【記載例】

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 動　　産

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

絵画 1 2 0 0 0 0 0 S62. ５.１

 〃 2 2 0 0 0 0 0

自動車 1 5 0 0 0 0 0 H○. ２.１

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 金銭信託

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

金銭信託 2 0 0 0 0 0 0 H○. 12．１

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

１台

１点。設立日前の取得だが、価額、年月日とも不明。
取得年月日は設立日、価額は設立日における見積額。

１点。設立日（S62.5.1）からＨ元.12.31までの間の取得だ
が、価額、年月日とも不明。価額はH5.1.1における見積額。

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

(その18)

(その18)
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【記載例】

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 有価証券

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

国債 5 0 0 0 0 0 0 H○. ５．１

２　資産等の項目別内訳

 資 産 等 の 内 訳 敷　　金

摘　　　　　　　要

十億 百万 千 円

××不動産（株） 1 2 0 0 0 0 0 H○．５．１

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

平成○年５月１日発行10年国債（額面５百万円）

項目別区分

金　　　　　　　　　額 年 月 日 備　　　　　　　　　　　考

(その18)

(その18)
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19．不動産の利用の現況（様式その 19）の記載方法について 

(1) 12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されている場合には、同日において

有する資産等のうち不動産（「土地」、「建物」、「建物の所有を目的とする地

上権又は土地の賃借権」をいいます。）の利用の現況について、次の例により項

目別に分類した上で記載し、それぞれ別葉として下さい。「項目別区分」欄には、

これらの区分を記載して下さい。 

なお、資金管理団体が不動産を取得し、又は保有することは、平成 19 年８月６

日以後は同日前に取得したものなどを除き、禁止されています。 

 

○「事務所の用」、「事務所以外の用」に使用している場合の共通事項 

項  目 
記   載   例 

摘要欄（所在を記載） 用途欄 

土地 

「東京都千代田区○○町 

１丁目１番地１号」 

○事務所の用に供している場合 

「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」

○事務所以外の用に供している場合 

「賃貸」、「無償貸与」 

建物 ○事務所の用に供している場合 

「事務所」 

○事務所以外の用に供している場合 

「賃貸」、「無償貸与」 

建物の所有を 

目的とする地 

上権又は土地 

の賃借権 

○事務所の用に供している場合 

「事務所（事務所用の駐車場を含む。）」

○事務所以外の用に供している場合 

「賃貸」、「無償貸与」 
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○事務所以外の用に供している場合は下表の例により、追加して記載 

項  目 

記   載   例 

使用者と当該資金 

管理団体及びその 

代表者との関係欄 

使用者ごとの 

用途欄 

使用者ご 

との使用 

面積欄 

使用者ごとの 

使用の対価の 

価額欄 

土地 

「当団体の職員」、

「当団体の代表者 

の秘書」、 

「当団体の職員以 

外の個人」 

「住居」、 

「事務所用以外の

駐車場」 

「100㎡」 「10万円／月」

建物 「住居」、 

「倉庫」 

建物の所有を 

目的とする地 

上権又は土地 

の賃借権 

「住居」、 

「事務所用以外の

駐車場」 

 

(2) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの

使用の対価の価額」欄までについては、同一の不動産に関し当該不動産を現に使

用している者と当該資金管理団体及びその代表者との関係が同一の関係にある者

が複数居るときにあっては、一人ずつ行を分けて記載するものとし、その際、「使

用者ごとの使用面積」欄については、各使用者の専有面積で按分するなどして、

適宜記載して下さい。 

(3) 「使用者と当該資金管理団体及びその代表者との関係」欄から「使用者ごとの

使用の対価の価額」欄までについては、事務所の用に供している不動産の場合に

は記載を要しません。 

(4) 12 月 31 日現在で資金管理団体として指定されていない場合又は同日において

不動産を有していない場合には、この様式は記載を要しません。 
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【記載例】

３　不動産の利用の現況

 不 動 産 の 内 訳 項 目 別 区 分

 使用者と当該資金管
 理団体及びその代表
 者との関係

使用者ごとの用途
使用者ごとの

使用面積
使用者ごとの使用の

対価の価格

摘　　　　要

土　　地

事　務　所　以　外　の　用　に　供　し　て　い　る　場　合

利　　　用　　　の　　　現　　　況

用　　　　途

東京都○○区
○○町○○番地

事務所（事務所用
の駐車場を含む。）

(その19)

この様式は、資金管理団体以外の政治団体は不要です。
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20．宣誓書（様式その 20）の記載方法について 

(1) 会計責任者が記名押印又は署名して下さい。なお、署名の場合は必ず会計責任

者本人が自署して下さい。また、「政治団体の名称」、「会計責任者の氏名」は、

様式（その１）の表題部に記載したものと一致します。 

(2) 政治団体の解散等に伴い提出する収支報告書にあっては、会計責任者のほか代

表者も提出義務者となっていますので、収支報告書の内容を確認したうえで、両

者が記名押印又は署名して下さい。 
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【記載例】

添付書類 (別添のとおり)

　１　領収書等の写し

　２　監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

  ３　政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

　 この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

平成○○年３月１日

政治団体の名称 　○○政治研究会

会計責任者の氏名 　乙川次郎                　　　　㊞

宣 誓 書(その20)

乙
川

解散等に伴い提出する収支報告書にあっては、
代表者も記名押印又は署名して下さい。

- 128 -



 

 

21．領収書等を徴し難かった支出の明細書（第１５号様式）の記載方法について 

(1) ｢会計責任者の氏名｣欄には、記名押印又は署名して下さい。なお、署名の場合

には、必ず会計責任者本人が自署して下さい。 

(2) ｢支出の目的｣欄には、収支報告書の様式（その 13）の支出の項目別区分に従っ

て分類、整理し、「項目」欄に当該支出項目名を記載して下さい。 

(3) 「摘要｣欄には、収支報告書の様式（その 14）又は様式（その 15）の「支出の

目的」欄に記載した内容を記載するものとし、例えば「電話料金」というように

具体的に記載し、「領収書等を徴し難かった事情」には「口座振替のため」など

と記載して下さい。 
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【記載例】

項　　　目 摘　　　要

百万 千 円

その他の経費 1 1 0 0 0 0 0 ○．１．10 無償提供のため

組織活動費 お祝い金 1 0 0 0 0 0 ○．11．10 社会通念上領収書を徴し難かったため

事務所費 電話料金 1 5 0 0 0 ○．12．10 口座振替のため

　○○政治研究会

　乙川次郎 　　　　　　　　　　　　㊞

金　　　　額 年　月　日 領収書等を徴し難かった事情

政 治 団 体 の 名 称

会 計 責 任 者 の 氏 名

支　出　の　目　的

金銭以外のものによる寄
附相当分

領収書等を徴し難かった支出の明細書
第１５号様式 (第９条関係)

乙
川
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22．振込明細書に係る支出目的書（第１６号様式）の記載方法について 

(1) 「項目」欄には、収支報告書の様式（その 13）の例により分類して記載して下

さい。 

(2) 「摘要」欄には、収支報告書の様式（その 14）又は様式（その 15）の「支出の

目的欄」に記載した内容を記載するものとし、例えば「会場借上費」というよう

に具体的に記載して下さい。 

(3) 支出の目的ごとに別葉とし、「項目」が同じであっても「摘要」が異なる場合

には、その異なる「摘要」ごとに別葉として下さい。 

(4) 提出にあたっては、当該支出に係る振込明細書の写し（複写機により日本工業

規格Ａ列四番の用紙に複写したものに限られます。）と併せて、「項目」ごとに

分類して提出して下さい。 

 

※ 平成 24 年４月の政治資金規正法施行規則の改正等により、振込明細書に支出の

目的が記載されているとき（会計責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を

記載した場合を含みます。）は、当該振込明細書の写しをもって支出目的書とす

ることができることとなりましたので、振込明細書に支出の目的が記載されてい

るときは、支出目的書を別途この様式により作成し、提出することは不要となり

ました。 
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【記載例】

摘　　　　　要

会場借上料

政治団体の名称 　　○○政治研究会

支　　　 　出　　　　 の　　　　　目　　　　的

項　　　　　目

組織活動費

振込明細書に係る支出目的書

第１６号様式 (第９条関係)
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【よくあるご質問】無償提供を受けた場合 

Ｑ 労務や事務所の無償提供を受けた場合、寄附にあたりますか。また、寄附に

あたる場合、収支報告書にはどのように記載すればよいですか。 

Ａ 法において「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交

付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」と定めら

れており、労務や事務所の無償提供を受けた場合、労務の対価や事務所の利用

料相当分の「財産上の利益」が生じますので、利用等の実態からその対価や利

用料を支払うことが社会通念上相当であるようなときは、「寄附」にあたりま

す。 

この場合、収支報告書には、これらを時価に見積もった金額を「寄附」とし

て記載し、備考欄に「無償提供」と記載して下さい。しかし、このままでは、

法の会計帳簿や収支報告書が現金主義を取っているにもかかわらず、これらの

利益が永続的に収入（及び繰越額）に含まれてしまいますので同額を支出にも

計上する必要があります。この場合、支出の項目は政治活動費の「その他の経

費」（様式（その15））とし、支出の目的欄には「金銭以外のものによる寄附

相当分」と記載し、金額欄に収入と同額を記載して下さい。また、この支出に

ついては、経理上の処理であるため、領収書等も徴すことができないと考えら

れますので、「徴難明細書」の領収書等を徴し難かった事情に「無償提供のた

め」と記載し、対応することとなります。 

なお、無償提供であっても「寄附」に該当する場合は、「法人その他の団体

からの寄附」の禁止など法の寄附制限の対象となります。 

また、以下のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成ソフ

トには「収入・支出同額計上」機能（１３４ページ参照）があり、簡便に会計

帳簿を作成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を作成した

場合、収支報告書もほぼ自動で作成されます。 

 

【政治資金関係申請・届出オンラインシステム】 

https://kyoudou.soumu.go.jp 
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無償提供を受けた場合の記載例（会計帳簿：一部記載省略） 
 

 

収入簿 

 

 

 

 

 

 

支出簿 

 

※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
下線部分…自ら記入、太字部分…ワンクリックで挿入、網掛け部分…自動計算 

 

  

項目 摘要 金額 年月日 備  考 

２の１ 寄附 

(1)個人からの寄附 

 

Ｃ山花子 

合計 

1,100,000

1,100,000

 

H○.1.10

 

事務所の無償提供 

収  入  の  総  額 1,100,000  

会計計帳簿作成ソフトの 
「収入・支出同額計上ボタン」 
をクリック 
 
自動的に太字部分を挿入 

支出の目的 金額 年月日 支出を受けた 

者の氏名 

備  考 

項目 摘要 

２政治活動費 

(6)その他の経費 

 

金銭以外のものによる

寄附相当分 

合計 

1,100,000

1,100,000

 

H○.1.10

 

Ｃ山花子 

 

 

支  出  の  総  額 1,100,000  
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【記載例】

 (7) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄附者の氏名
（団体にあっては、その名称）

職業（団体にあって
は、代表者の氏名）

備 考

十億 百万 千 円

 特 甲川一郎 1 0 0 0 0 0 0 ○．２．１ 衆議院議員

 特 〃　〃 1 5 0 0 0 0 0 ○．10．１ 　　〃

Ａ山太郎 3 0 0 0 0 0 ○．１．20 Ａ会社社長

〃　〃 3 0 0 0 0 0 ○．９．20 　　〃

Ｂ山次郎 5 0 0 0 0 0 ○．８．30 Ｂ会社役員

Ｃ山花子 1 1 0 0 0 0 0 ○．１．10 Ｃ会社社長
事務所の
無償提供

こ　の　頁　の　小　計 4 7 0 0 0 0 0

そ　の　他　の　寄　附 2 4 0 0 0 0

合　　　　　　計 4 9 4 0 0 0 0

 (3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的
支出を受けた者の住所（団体に

あっては、主たる事務所の所在地） 備考

十億 百万 千 円

金銭以外のものによる寄附相当分 1 1 0 0 0 0 0 ○．１．10 東京都××区○町○丁目○番地

こ の 頁 の 小 計 1 1 0 0 0 0 0

そ の 他 の 支 出 0

合　　　　計 1 1 0 0 0 0 0

百万 千 円

その他の経費　金銭以外のものによる寄附相当分 1 1 0 0 0 0 0 ○．１．10

組織活動費　　お祝い金 1 0 0 0 0 0 ○．11．10

事務所費　　　電話料金 1 5 0 0 0 ○．12．10 口座振替のため

　○○政治研究会

乙川次郎　　　　　　　　　　　　㊞

個　　　　　　人

金　　　　　　　　　額 年 月 日
住所（団体にあっては、
主たる事務所の所在地）

東京都××区××町×丁目×番地

　　　　　〃

東京都○○区△△町×番地

　　　　　〃

大阪市○○区○○町○○番地

東京都××区○町○丁目○番地

金　　　　　　　　額
支出を受けた者の氏名

（団体にあっては、その名称）

政 治 団 体 の 名 称

会 計 責 任 者 の 氏 名

Ｃ山花子

社会通念上領収書を徴しがたかったため

無償提供のため

項　目　別　区　分 その他の経費（ 金銭以外のものによる寄附相当分 ）

無償提供を受けた場合の記載例(収支報告書)

支　出　の　目　的

　 項　目　　　　　　　摘　　要
金　　　　額 年 月 日 領収書等を徴し難かった事情

年 月 日

(その７)

(その15)

領収書等を徴し難かった支出の明細書第１５号様式 (第９条関係)

乙
川

事務所の無償提供による寄附を時価に換算して記載

経理上の処理のため収入と同額を計上
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【よくあるご質問】前払式電子マネーを利用した場合 

Ｑ１ 前払式電子マネーを利用した場合、会計帳簿や収支報告書にはどのように

記載すればよいですか。 

Ａ１ 収入及び支出に関する事実関係に即して収支報告していただく観点から、

以下のような記載方法をお示ししています。 

① まず、電子マネーに現金をチャージした時点で、 

その分を支出に計上して下さい。 

② その後、電子マネーを利用した場合には、 

・ 当該支出相当分を支出に計上するとともに、 

・ 同額を収入（その他の収入）に「金銭以外のものによる支出相当分」と

して計上して下さい。 

なお、このような記載の理由を明らかにするために、当該支出の内訳の記載

にあたっては、備考欄に「電子マネーによる購入」である旨を記載することが

望ましいと考えられます。 

 

Ｑ２ なぜ、Ｑ１のような複雑な記載になるのですか。「Suica」などでも同じで

すか。 

Ａ２ 政治資金規正法の会計帳簿や収支報告書が、 

・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

という２つ目的を有しているためです。 

具体的に言えば、Ｑ１①の時点では、現金が支出されていますが、一方で、

このＱ１①の時点のみでは、支出の相手方が前払式電子マネーの運営会社であ

るため、 終的に政治資金が何に使われたのか分からず、収支の公開の観点が

弱まるおそれがあります。 

そのため、Ｑ１②の時点でも支出として記載することとなりますが、この場

合、支出の相手方に財産上の利益は発生するものの現金による支出ではないこ

とから、経理上の処理として同額の収入を計上し、金額としては相殺するとい

う取扱いが必要となります。 

なお、以下のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成ソフ

トには「収入・支出同額計上」機能（１３８ページ参照）があり、簡便に会計
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帳簿を作成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を作成した

場合、収支報告書もほぼ自動で作成されます。 

 

【政治資金関係申請・届出オンラインシステム】 

https://kyoudou.soumu.go.jp 

「Suica」などについては、次のＱ３をご覧下さい。 

 

前払式電子マネーによる支払いにおける記載例（会計帳簿：一部記載省略） 

 

差し引き           10,000の支出 
 

※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
下線部分…自ら記入、太字部分…ワンクリックで挿入、網掛け部分…自動計算 

支出簿 

支出の目的 金額 年月日 支出を受けた者

の氏名 

備考 

項目 摘要 

２政治活動費 

(6)その他の経費 

 

電子マネーの

チャージ 

合計 

10,000

10,000

 

H○.1.10

 

○○電子マネー

運営会社 

 

２政治活動費 

(1)組織活動費 

 

 

 

(4)調査研究費 

 

乗車券 

 

茶菓 

 

乗車券 

 

（略） 

合計 

300

200

500

10,000

 

H○.1.20

 

H○.1.30

 

H○.2.10

 

○○旅客鉄道 

株式会社 

○○（コンビニ）

 

○○旅客鉄道 

株式会社 

 

電子マネーによる購入 

 

電子マネーによる購入 

 

電子マネーによる購入 

支 出 の 総 額 20,000  

（便宜上日付順で記載しています。） 

 

収入簿 

項目 摘要 金額 年月日 備考 

６その他の収入 金銭以外のものに

よる支出相当分 

金銭以外のものに

よる支出相当分 

金銭以外のものに

よる支出相当分 

（略） 

合計 

300

200

500

10,000

H○.1.20

 

H○.1.30

 

H○.2.10

 

 

 

自動的に太字部分を挿入 

収 入 の 総 額 10,000  

会計計帳簿作成ソフト

の「収入・支出同額計

上ボタン」をクリック
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【よくあるご質問】前払式電子マネーを利用した場合 

Ｑ３ 「Suica」などを利用した場合に、簡便な記載はできないですか。 

Ａ３ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めることを所掌している政治資金適

正化委員会の見解として、 

・ 「Suica」など交通事業者系の前払式電子マネーに 

・ 現金でチャージし、 

・ 電車の利用など交通費に限定して使用 

するという場合は、１回の支出金額が少額であること、利用目的が限定され支

出の目的が明確であることから、現金をチャージした時点、Ｑ１で言えば①の

時点のみの記載でも差し支えないとされています（下記載例参照）。 

いずれにしても、 

・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

という２つの目的が達成可能であるのであれば、他の記載方法も取り得るもの

と思われます。 

 

 

 

「Suica」などの利用における簡便な記載例（会計帳簿：一部記載省略） 

 

 
※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
下線部分…自ら記入、網掛け部分…自動計算 

 

  

支出の目的 金額 年月日 支出を受けた者

の氏名 

備考 

項目 摘要 

２政治活動費 

(6)その他の経費 

 

Suicaチャージ 

 

合計 

10,000

10,000

 

H○.1.10

 

東日本旅客鉄道

株式会社 

 

支 出 の 総 額 10,000
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【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ１ クレジットカードの利用により物品を購入した場合、会計帳簿や収支報告

書にはどのように記載すればよいですか。 

Ａ１ 収入及び支出に関する事実関係に即して収支報告していただく観点から、

以下のような記載方法をお示ししています。 

① まず、物品を購入した時点で、 

・ 当該支出相当分を支出に計上するとともに、 

・ 同額を収入（その他の収入）に「金銭以外のものによる支出相当分」とし

て計上して下さい。 

② その後、カード会社に支払った時点で、 

その分を支出に計上して下さい。 

なお、このような記載の理由を明らかにするために、当該支出の内訳の記載

にあたっては、備考欄に「クレジットカードによる購入」である旨を記載する

ことが望ましいと考えられます。 

 

Ｑ２ なぜ、Ｑ１のような複雑な記載になるのですか。もっと簡易な記載はでき

ないですか。 

Ａ２ 政治資金規正法の会計帳簿や収支報告書が、 

・ 基本的に現金の流れを記載しつつ、 

・ 政治資金の収支の状況を明らかにする 

という２つ目的を有しているためです。 

具体的に言えば、Ｑ１②の時点で、現金が支出されていますが、一方で、こ

のＱ１②の時点のみでは、支出の相手方がカード会社であるため、 終的に政

治資金が何に使われたのか分からず、収支の公開の観点が弱まるおそれがあり

ます。 

そのため、Ｑ１①の時点でも支出として記載することとなりますが、この場

合、現金による支出ではないことから、経理上の処理として、同額の収入を計

上し、金額としては相殺するという取扱いが必要となります。 

なお、総務省のホームページから無料でダウンロードできる会計帳簿作成ソ

フトには「収入・支出同額計上」機能（１４１ページ参照）があり、簡易に会

計帳簿を作成することが可能です。さらに、このソフトで、会計帳簿を作成し
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た場合、収支報告書もほぼ自動で作成されます。 

また、一定の要件を満たした場合には、簡易な記載方法でも差し支えないと

考えられますので、詳しくは、次のＱ３・Ｑ４をご覧下さい。 

 

 

クレジットカードによる支払いにおける記載例（会計帳簿：一部記載省略） 

 
支出簿 

支出の目的 金額 年月日 支出を受けた
者の氏名 

備考 

項目 摘要 
２政治活動費 
(1)組織活動費 
(3)機関紙誌の発 

行その他の事 
業費 

 
打ち合わせ食事代 
打ち合わせ用会議室借上費 
 
 

合計 

50,000
30,000

80,000

 
H○.1.20
H○.1.25

 
○○(飲食店) 
○○ホテル 

 
クレジットカードによる購入

クレジットカードによる購入

２政治活動費 
(6)その他の経費 

 
クレジットカード代金支払い

合計 
80,000
80,000

 
H○.3.10

 
○○カード 

 

支 出 の 総 額 160,000  

 
 

会計計帳簿作成ソフトの「収入・支出同額計上ボタン」をクリック 

自動的に太字部分を挿入 
 
収入簿 

差し引き     80,000の支出 
 
※ 会計帳簿作成ソフトを使用した場合 
下線部分…自ら記入、太字部分…ワンクリックで挿入、網掛け部分…自動計算 

 

  

項目 摘要 金額 年月日 備考 

６その他の収入 金銭以外のものによる支出相当分 
金銭以外のものによる支出相当分 

合計 

50,000
30,000
80,000

H○.1.20
H○.1.25

 

収 入 の 総 額 80,000  
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【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ３ ＥＴＣカードを利用した場合に、簡易な記載はできないですか。 

Ａ３ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めることを所掌している政治資金適

正化委員会の見解として、「ＥＴＣカード」の利用の場合は、利用目的が限定

されていることから、カード会社に支出した時点の記載でも差し支えないとさ

れています（下記載例参照）。 

 

 

ＥＴＣカードによる支払いにおける記載例（会計帳簿：一部記載省略） 
 
支出簿 

支出の目的 金額 年月日 支出を受け
た者の氏名 

備考 

項目 摘要 

２ 政治活動費 
(6)その他の経費 

 
ＥＴＣカード代金支払い 

合計 
80,000
80,000

 
H○.3.10

 
○○カード 
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【よくあるご質問】クレジットカードを利用した場合 

Ｑ４ ＥＴＣカード以外のクレジットカードを利用した場合に、簡易な記載はで

きないですか。 

Ａ４ 収支報告書の記載の基本的な方針を定めることを所掌している政治資金適

正化委員会の意見（１４４ページ参照）を踏まえ、「一括払い」の場合には、

・ 現金と同等に広く利用されていること 

・ クレジットカードの利用から支払いまでの期間が短期間であること 

から、クレジットカードにより、物品やサービス等を購入した時点で、支出の

目的ごとに支出額を計上するだけで差し支えないと考えられます。 

なお、クレジットカードを利用した際に発行される書面（支出の目的、金額

及び年月日が記載されたもの）を領収書等として取り扱うこととしても差し支

えないものと考えられます。 
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平成２１年度第１回政治資金適正化委員会資料（平成２１年４月１４日） 

 

収支報告書等の記載方法について（クレジットカードを 
利用した場合） 

 

 

昨年１０月、収支報告書等の記載等に関し、政治団体から問い合わせが多

く寄せられた事例のうち、交通事業者が運営する電子マネー及びＥＴＣカー

ドについては、簡易な記載方法を認めることが適当である旨の見解を当委員

会として示したところである。 

当委員会では、政治団体からの意見等も踏まえ、クレジットカードを利用

した場合の記載方法の簡略化についてさらなる検討を行った結果、クレジッ

トカードが現金と同等に広く利用され、支払いまでの期間が比較的短期であ

ること、また、クレジットカードを利用した際に発行される書面が領収書と

して一般に認知されていること等を踏まえ、以下のとおり簡易な記載方法を

認めることが適当であると考えるので、所管庁においては、その取扱いを検

討されたい。 

○クレジットカードにより、物品やサービス等を購入した時点で、支出の目

的ごとに支出額を計上する。 

○実際の現金の流れを補足するため、「備考」欄にクレジットカード支払で

ある旨、口座振替時点等の情報を記載するのが望ましい。 

○なお、口座振替の利用は「領収書等を徴し難い事情」に該当するものであ

るが、この場合、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に記載する扱

いとはせずに、クレジットカードを利用した際に発行される書面を領収書

等として取り扱うこととしても差し支えないものと考える。 

 
支出簿 

支出の目的 金額 年月日 支出を受け
た者の氏名

備考 

項目 摘要 

２政治活動費 
(1)組織活動費 
 
(3)機関紙誌の 

発行その他 
の事業費 

 
打ち合わせ食事代 
 
打ち合わせ用会議室借上費 
 
 

合計 

50,000

30,000

80,000

 
H21.1.20
 
H21.1.25

 
○○店 
 
○○ホテル 

 

クレジットカードによる支払 

H21.3.10 ○○カード 

クレジットカードによる支払 

H21.3.10 ○○カード 
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